
JP 6623302 B2 2019.12.18

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ワイヤレス通信ネットワーク（１００）により実行される、前記ワイヤレス通信ネット
ワーク（１００）に含まれるワイヤレスデバイス（１１５）とサービングネットワークノ
ード（１１０）との間の第１の無線リンク（１２１）に伴う問題を管理するための方法で
あって、
　前記ワイヤレスデバイス（１１５）へ、第１の情報を送信すること（２０１ａ；３０１
，４０１ａ；５０１；６０１）、
　を含み、前記第１の情報は、前記サービングネットワークノード（１１０）を識別する
第１の識別子を含み、及び、前記ワイヤレスデバイス（１１５）において前記第１の識別
子が候補ネットワークノード（１１０；１１１ａ；１１１ｂ）から受信された場合に、前
記ワイヤレスデバイス（１１５）と前記候補ネットワークノード（１１０；１１１ａ；１
１１ｂ）との間で前記問題の無いワーキング無線リンク（１２１；１２２ａ；１２２ｂ）
をセットアップすることを前記サービングネットワークノード（１１０）が承認したこと
を前記第１の識別子が意味すること、を前記ワイヤレスデバイス（１１５）へ通知する、
　方法。
【請求項２】
　前記方法は、前記サービングネットワークノード（１１０）により実行される、請求項
１に記載の方法。
【請求項３】
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　ワイヤレス通信ネットワーク（１００）に含まれるワイヤレスデバイス（１１５）とサ
ービングネットワークノード（１１０）との間の第１の無線リンク（１２１）に伴う問題
を管理するための、前記ワイヤレスデバイス（１１５）により実行される方法であって、
　前記ワイヤレス通信ネットワーク（１００）から、第１の情報を受信すること（２０１
ａ；３０１；４０１ａ；５０１；８０１）、
　を含み、前記第１の情報は、前記サービングネットワークノード（１１０）を識別する
第１の識別子を含み、及び、前記ワイヤレスデバイス（１１５）において前記第１の識別
子が候補ネットワークノード（１１０；１１１ａ；１１１ｂ）から受信された場合に、前
記ワイヤレスデバイス（１１５）と前記候補ネットワークノード（１１０；１１１ａ；１
１１ｂ）との間で前記問題の無いワーキング無線リンク（１２１；１２２ａ；１２２ｂ）
をセットアップすることを前記サービングネットワークノード（１１０）が承認したこと
を前記第１の識別子が意味すること、を前記ワイヤレスデバイス（１１５）へ通知する、
　方法。
【請求項４】
　前記第１の情報は、前記ワイヤレスデバイス（１１５）において前記第１の識別子が前
記候補ネットワークノード（１１０；１１１ａ；１１１ｂ）から受信された場合に、前記
第１の無線リンク（１２１）のコンテキストが依然として有効でありよって前記ワーキン
グ無線リンク（１２１；１２２ａ；１２２ｂ）のために使用を継続できることを前記第１
の識別子が意味すること、をさらに前記ワイヤレスデバイス（１１５）へ通知する、請求
項３に記載の方法。
【請求項５】
　ワイヤレス通信ネットワーク（１００）に含まれるワイヤレスデバイス（１１５）とサ
ービングネットワークノード（１１０）との間の第１の無線リンク（１２１）に伴う問題
を管理するためのネットワークノード（１１０；１３０）であって、前記ネットワークノ
ード（１１０；１３０）は、
　前記ワイヤレスデバイス（１１５）へ、第１の情報を送信（２０１ａ；３０１，４０１
ａ；５０１；６０１）する、
　ように構成され、前記第１の情報は、前記サービングネットワークノード（１１０）を
識別する第１の識別子を含み、及び、前記ワイヤレスデバイス（１１５）において前記第
１の識別子が候補ネットワークノード（１１０；１１１ａ；１１１ｂ）から受信された場
合に、前記ワイヤレスデバイス（１１５）と前記候補ネットワークノード（１１０；１１
１ａ；１１１ｂ）との間で前記問題の無いワーキング無線リンク（１２１；１２２ａ；１
２２ｂ）をセットアップすることを前記サービングネットワークノード（１１０）が承認
したことを前記第１の識別子が意味すること、を前記ワイヤレスデバイス（１１５）へ通
知する、
　ネットワークノード（１１０；１３０）。
【請求項６】
　前記第１の情報は、前記ワイヤレスデバイス（１１５）において前記第１の識別子が前
記候補ネットワークノード（１１０；１１１ａ；１１１ｂ）から受信された場合に、前記
第１の無線リンク（１２１）のコンテキストが依然として有効でありよって前記ワーキン
グ無線リンク（１２１；１２２ａ；１２２ｂ）のために使用を継続できることを前記第１
の識別子が意味すること、をさらに前記ワイヤレスデバイス（１１５）へ通知する、請求
項５に記載のネットワークノード（１１０；１３０）。
【請求項７】
　前記第１の情報は、ワイヤレスデバイスを識別する他の第２の識別子をさらに含み、及
び、前記第１の無線リンク（１２１）に伴う問題が検出されたことに応じて１つ以上の候
補ネットワークノード（１１０，１１１ａ－ｂ）による受信のために前記第２の識別子を
含むメッセージを送信（２０４；３０４；４０８；５０６）することを前記ワイヤレスデ
バイス（１１５）へ指示し、前記メッセージは、前記ワイヤレスデバイス（１１５）につ
いての前記問題の無いワーキング無線リンク（１２１；１２２ａ；１２２ｂ）のセットア
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ップへの参加に関連し、前記１つ以上の候補ネットワークノード（１１０，１１１ａ－ｂ
）は、前記ワーキング無線リンク（１２１；１２２ａ；１２２ｂ）に関与するための候補
であるネットワークノードである、請求項５又は６に記載のネットワークノード（１１０
；１３０）。
【請求項８】
　前記ネットワークノード（１１０；１３０）は、
　前記ワイヤレス通信ネットワーク（１００）に含まれる１つ以上の非サービングネット
ワークノード（１１１ａ－ｂ）へ、第２の情報を送信（２０１ｂ；４０１ｂ；６０２）す
る、
　ようにさらに構成され、前記第２の情報は、前記第２の識別子を含み、及び、前記第１
の無線リンク（１２１）に伴う問題が検出されるケースにおいて、前記ワイヤレスデバイ
ス（１１５）についての前記問題の無い新たなワーキング無線リンク（１２２ａ；１２２
ｂ）のセットアップへの参加を求めるリクエストに関連付けて前記第２の識別子が受信（
２０４；４０５）され得ること、を前記１つ以上の非サービングネットワークノード（１
１１ａ－ｂ）へ通知する、請求項７に記載のネットワークノード（１１０；１３０）。
【請求項９】
　前記ネットワークノード（１１０；１３０）は、
　前記第１の無線リンク（１２１）に伴う前記問題を前記ワイヤレスデバイス（１１５）
が検出したことに応じて、前記ワイヤレスデバイス（１１５）から、前記第２の識別子を
含む無線リンク訂正リクエストメッセージであって、前記第１の無線リンク（１２１）を
前記問題の無いワーキング無線リンク（１２１）にするために当該リンクの修復に参加す
ることを前記サービングネットワークノード（１１０）に求める前記無線リンク訂正リク
エストメッセージ、を受信（３０４；６０３）し、
　受信した前記無線リンク訂正リクエストメッセージに応じて、前記ワイヤレスデバイス
（１１５）へ、前記第１の識別子を含む無線リンク訂正レスポンスメッセージを送信（３
０５；６０４）する、
　ようにさらに構成される、請求項７又は８に記載のネットワークノード（１１０；１３
０）。
【請求項１０】
　前記ネットワークノード（１１０；１３０）は、
　前記第１の無線リンク（１２１）に伴う前記問題を検出（５０２；６０５）し、
　前記検出に応じて、前記ワイヤレスデバイス（１１５）へ、前記第１の識別子を含む無
線リンク修復リクエストメッセージであって、前記第１の無線リンク（１２１）を前記問
題の無いワーキング無線リンク（１２１）にするために当該リンクの修復に参加すること
を前記ワイヤレスデバイス（１１５）に求める前記無線リンク修復リクエストメッセージ
、を送信（５０５；６０６）する、
　ようにさらに構成される、請求項８に記載のネットワークノード（１１０；１３０）。
【請求項１１】
　ワイヤレス通信ネットワーク（１００）に含まれるワイヤレスデバイス（１１５）とサ
ービングネットワークノード（１１０）との間の第１の無線リンク（１２１）に伴う問題
を管理するための前記ワイヤレスデバイス（１１５）であって、
　前記ワイヤレス通信ネットワーク（１００）から、第１の情報を受信（２０１ａ；３０
１；４０１ａ；５０１；８０１）する、
　ように構成され、前記第１の情報は、前記サービングネットワークノード（１１０）を
識別する第１の識別子を含み、及び、前記ワイヤレスデバイス（１１５）において前記第
１の識別子が候補ネットワークノード（１１０；１１１ａ；１１１ｂ）から受信された場
合に、前記ワイヤレスデバイス（１１５）と前記候補ネットワークノード（１１０；１１
１ａ；１１１ｂ）との間で前記問題の無いワーキング無線リンク（１２１；１２２ａ；１
２２ｂ）をセットアップすることを前記サービングネットワークノード（１１０）が承認
したことを前記第１の識別子が意味すること、を前記ワイヤレスデバイス（１１５）へ通
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知する、
　ワイヤレスデバイス（１１５）。
【請求項１２】
　前記第１の情報は、前記ワイヤレスデバイス（１１５）において前記第１の識別子が前
記候補ネットワークノード（１１０；１１１ａ；１１１ｂ）から受信された場合に、前記
第１の無線リンク（１２１）のコンテキストが依然として有効でありよって前記ワーキン
グ無線リンク（１２１；１２２ａ；１２２ｂ）のために使用を継続できることを前記第１
の識別子が意味すること、をさらに前記ワイヤレスデバイス（１１５）へ通知する、請求
項１１に記載のワイヤレスデバイス（１１５）。
【請求項１３】
　前記第１の情報は、前記ワイヤレスデバイス（１１５）を識別する他の第２の識別子を
さらに含み、及び、前記第１の無線リンク（１２１）に伴う問題が検出されたことに応じ
て１つ以上の候補ネットワークノード（１１０，１１１ａ－ｂ）による受信のために前記
第２の識別子を含むメッセージを送信（２０４；４０８；３０４；５０６）することを前
記ワイヤレスデバイス（１１５）へ指示し、前記メッセージは、前記ワイヤレスデバイス
（１１５）についての前記問題の無いワーキング無線リンク（１２１；１２２ａ；１２２
ｂ）のセットアップへの参加に関連し、前記１つ以上の候補ネットワークノード（１１０
，１１１ａ－ｂ）は、前記ワーキング無線リンク（１２１；１２２ａ；１２２ｂ）に関与
するための候補であるノードである、請求項１１又は１２に記載のワイヤレスデバイス（
１１５）。
【請求項１４】
　前記ワイヤレスデバイス（１１５）は、
　前記第１の無線リンク（１２１）に伴う前記問題を検出（３０２；８０２）し、
　前記検出に応じて、前記サービングネットワークノード（１１０）へ、前記第２の識別
子を含む無線リンク訂正リクエストメッセージであって、前記第１の無線リンク（１２１
）を前記問題の無いワーキング無線リンクにするために当該リンクの修復に参加すること
を前記サービングネットワークノード（１１０）に求める前記無線リンク訂正リクエスト
メッセージ、を送信（３０４；８０３）する、
　ようにさらに構成される、請求項１３に記載のワイヤレスデバイス（１１５）。
【請求項１５】
　前記ワイヤレスデバイス（１１５）は、
　送信した前記無線リンク訂正リクエストメッセージに応じて、前記サービングネットワ
ークノード（１１０）から、前記第１の識別子を含む無線リンク訂正レスポンスメッセー
ジを受信（３０５；８０４）する、
　ようにさらに構成される、請求項１４に記載のワイヤレスデバイス（１１５）。
【請求項１６】
　前記ワイヤレスデバイス（１１５）は、
　前記第１の無線リンク（１２１）に伴う前記問題を検出（２０２；８０２）し、
　前記第１の無線リンク（１２１）に伴う前記問題を前記ワイヤレスデバイス（１１５）
が検出したことに応じて、前記ワイヤレス通信ネットワーク（１００）に含まれる１つ以
上の非サービングネットワークノード（１１１ａ－ｂ）へ、前記第２の識別子を含む無線
リンク問題検出メッセージであって、前記ワイヤレスデバイス（１１５）についての前記
問題の無い新たなワーキング無線リンク（１２２ａ；１２２ｂ）のセットアップに参加す
ることを前記１つ以上の非サービングネットワークノード（１１１ａ；１１１ｂ）に求め
る前記無線リンク問題検出メッセージ、を送信（２０４；８０５）する、
　ようにさらに構成される、請求項１３に記載のワイヤレスデバイス（１１５）。
【請求項１７】
　前記ワイヤレスデバイス（１１５）は、
　１つ以上の非サービングネットワークノード（１１１ａ－ｂ）から、無線リンク再確立
リクエストメッセージを受信（２０７；４１１；８０６）する、
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　ようにさらに構成され、前記無線リンク再確立リクエストメッセージは、前記第１の識
別子を含む、請求項１１～１６のいずれか１項に記載のワイヤレスデバイス（１１５）。
【請求項１８】
　前記ワイヤレスデバイス（１１５）は、
　前記第１の無線リンク（１２１）に伴う前記問題の前記サービングネットワークノード
（１１０）による検出に応じて、前記サービングネットワークノード（１１０）から、前
記第１の識別子を含む無線リンク修復リクエストメッセージであって、前記第１の無線リ
ンク（１２１）を前記問題の無いワーキング無線リンク（１２１）にするために当該リン
クの修復に参加することを前記ワイヤレスデバイス（１１５）に求める前記無線リンク修
復リクエストメッセージ、を受信（５０５；８０７）する、
　ようにさらに構成される、請求項１３に記載のワイヤレスデバイス（１１５）。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　ここでの実施形態は、ワイヤレス通信ネットワークに含まれるワイヤレスデバイスとサ
ービングネットワークノードとの間の無線リンクに伴う問題を管理するための、例えば電
気通信ネットワークといったワイヤレス通信ネットワークにおける方法及びネットワーク
ノードに関連する。
【背景技術】
【０００２】
　単にワイヤレスデバイスとも称され得る、ワイヤレス通信デバイスなどの通信デバイス
は、例えばユーザ機器（ＵＥ）、モバイル端末、ワイヤレス端末及び／又は移動局として
も知られているかもしれない。ワイヤレスデバイスは、セルラー無線システム、セルラー
ネットワーク又はセルラー通信システムとして言及されることもある、セルラー通信ネッ
トワーク、ワイヤレス通信システム又は無線通信システムにおいて、ワイヤレスに通信す
ることを可能とされる。その通信は、例えば、２つのワイヤレスデバイスの間で、ワイヤ
レスデバイスと通常の電話機との間で、及び／又は、ワイヤレスデバイスと無線アクセス
ネットワーク（ＲＡＮ）及びセルラー通信ネットワーク内に含まれる恐らくは１つ以上の
コアネットワークを介してサーバとの間で行われ得る。ワイヤレスデバイスは、いくつか
のさらなる例を挙げるだけでも、モバイルフォン、セルラーフォン、ラップトップ、ＰＤ
Ａ（Personal　Digital　Assistant）、タブレットコンピュータとしてさらに言及されて
もよい。ワイヤレスデバイスは、いわゆるＭ２Ｍ（Machine　to　Machine）デバイス又は
ＭＴＣ（Machine　Type　of　Communication）デバイス、即ち旧来のユーザには関連付け
られないデバイスであってもよい。
【０００３】
　ワイヤレスデバイスは、例えば、他のワイヤレスデバイス又はサーバといった他のエン
ティティとの間でＲＡＮを介して音声及び／又はデータを通信することを可能とされる、
ポータブルな、ポケット格納可能な、手持ち型の、コンピュータ内蔵型の、又は車両搭載
型のモバイルデバイスであってもよい。
【０００４】
　セルラー通信ネットワークは、複数のセルエリアへ分割される地理的エリアをカバーし
、各セルエリアは例えば無線基地局（ＲＢＳ）である少なくとも１つの基地局又はＢＳ（
Base　Station）によりサービスされる。基地局は、使用される技術及び専門用語に依存
して、例えば、“ｅＮＢ”、“ｅＮｏｄｅＢ”、“ノードＢ”、“Ｂノード”又はＢＴＳ
（Base　Transceiver　Station）として言及されることもあり得る。基地局は、送信電力
及びそれによるセルサイズにも基づいて、例えばマクロｅＮｏｄｅＢ、ホームｅＮｏｄｅ
Ｂ、又はピコ基地局といった様々なクラスのものであってよい。セルは、典型的には、１
つ以上のセルアイデンティティにより識別される。基地局サイトにある基地局が１つ以上
のセルのための無線カバレッジを提供する。そのようにして、セルは、基地局サイトにあ
る基地局によりそのセル向けの無線カバレッジが提供される地理的エリアに関連付けられ
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る。同じ地理的エリアを複数のセルがカバーするように、セルが重複し合ってもよい。基
地局がセルを提供し又はセルへサービスするとは、無線カバレッジが提供される地理的エ
リア内に位置する１つ以上のワイヤレスデバイスがそのセル内の基地局によりサービスさ
れ得るように、基地局が無線カバレッジを提供することを意味する。ワイヤレスデバイス
がセルにおいて又はセルによりサービスされるという場合、それは、ワイヤレスデバイス
がそのセル向けの無線カバレッジを提供している基地局によりサービスされることを示唆
する。１つの基地局が１つ又は複数のセルへサービスしてもよい。さらに、各基地局が１
つ又は複数の通信技術をサポートしてもよい。基地局は、当該基地局のレンジ内のワイヤ
レスデバイスと無線周波数上で動作するエアインタフェース上で通信する。
【０００５】
　いくつかのＲＡＮでは、複数の基地局が、例えば地上回線又はマイクロ波により無線ネ
ットワークコントローラ（例えば、ＵＭＴＳ（Universal　Mobile　Telecommunication　
System）におけるＲＮＣ（Radio　Network　Controller））へ接続され、及び／又は互い
に接続され得る。例えばＧＳＭにおいてＢＳＣ（Base　Station　Controller）と称され
ることもある無線ネットワークコントローラは、そこに接続される複数の基地局の多様な
アクティビティを監督し及び協調させ得る。ＧＳＭは、Global　System　for　Mobile　C
ommunication（もとは、Groupe　Special　Mobile（Specialのeにアクサンテギュあり）
）の略語である。
【０００６】
　３ＧＰＰ（3rd　Generation　Partnership　Project）ＬＴＥ（Long　Term　Evolution
）では、ｅＮｏｄｅＢ又はｅＮＢとして言及され得る基地局は、他の基地局へ直接的に接
続され、及び１つ以上のコアネットワークへ直接的に接続され得る。
【０００７】
　ＵＭＴＳは、ＧＳＭから進化した、第３世代又は３Ｇとして言及され得る第３世代のモ
バイル通信システムであり、ＷＣＤＭＡ（Wideband　Code　Division　Multiple　Access
）アクセス技術に基づいて改善されたモバイル通信サービスを提供する。ＵＴＲＡＮ（UM
TS　Terrestrial　Radio　Access　Network）は、本質的に、ワイヤレスデバイスのため
に広帯域符号分割多重アクセスを用いる無線アクセスネットワークである。ＨＳＰＡは、
３ＧＰＰにより定義される、ＨＳＤＰＡ（High　Speed　Downlink　Packet　Access）及
びＨＳＵＰＡ（High　Speed　Uplink　Packet　Access）という２つのモバイルテレフォ
ニープロトコルの融合であり、ＷＣＤＭＡを利用して、既存の第３世代モバイル電気通信
ネットワークの性能を拡張し及び改善する。そうしたネットワークは、ＷＣＤＭＡ／ＨＳ
ＰＡと称され得る。
【０００８】
　３ＧＰＰは、ＵＴＲＡＮ及びＧＳＭベースの無線アクセスネットワーク技術を、例えば
ＬＴＥにおいて使用されるＥ－ＵＴＲＡＮ（evolved　UTRAN）へとさらに進化させること
に着手している。
【０００９】
　ダウンリンク（ＤＬ）との表現は、基地局からワイヤレスデバイスへの送信パスについ
て使用される。アップリンク（ＵＬ）との表現は、逆方向、即ちワイヤレスデバイスから
基地局への送信パスについて使用される。
【００１０】
　次世代のワイドエリアネットワーク向けのベースラインを設計することを伴う作業が進
行中であり、それは第５世代（５Ｇ）として言及され得る。５Ｇワイヤレス通信ネットワ
ークについて検討中のある設計原理は、超高効率（ultra-lean）設計をその基礎とするこ
とである。これは、ネットワークにおいて“常時信号オン（always　on　signals）”を
可能な限り避けるものとする、ということを示唆する。この設計原理からの期待される恩
恵として、有意により低いネットワークエネルギー消費、より良好なスケーラビリティ、
より高度な前方互換性、システムオーバヘッド信号からのより低い干渉、並びに、その結
果としての、低負荷シナリオにおけるより高いスループット及びユーザセントリックなビ
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ーム形成についての改善されたサポートもある、と予期されている。
【００１１】
　高度アンテナシステム（ＡＡＳ）は、近年技術が顕著に進化してきている領域であり、
また今後数年において急速な技術の発展が予見されている領域でもある。そのため、一般
的には、高度アンテナシステムが、具体的にはマッシブＭＩＭＯ（Multiple　Input　Mul
tiple　Output）送信及び受信が、将来の５Ｇワイヤレス通信ネットワークにおける礎石
となるであろうと想定することが自然である。
【００１２】
　ビーム形成が益々普及し且つ有能になるにつれ、データの送信のためのみならず制御情
報の送信のためにもビーム形成を使用することが自然となってきている。このことが、Ｌ
ＴＥにおける、拡張型物理ダウンリンク制御チャネル（ｅＰＤＣＣＨ）として知られる比
較的新しい制御チャネルの背後にある１つの誘因である。制御チャネルがビーム形成され
ると、オーバヘッド制御情報の送信コストは、追加的なアンテナ利得により提供される増
大されるリンクバジェットに起因して低減されることができる。これは、恐らくは、現時
点でＬＴＥにおいて可能であるよりもさらに大きな度合いで、５Ｇのためにも利用される
であろう良好な特性である。
【００１３】
　上述のように“超高効率”であり且つマッシブなビーム形成を使用するワイヤレス通信
ネットワークが存在する場合、無線リンク障害（ＲＬＦ）の旧来の定義はもはや無関係で
あるかもしれない。アップリンクでもダウンリンクでもデータが送信されない場合、無線
リンクに障害があることを検出するために使用できる信号が存在せず、また、超高効率な
ネットワークにおいてはモビリティリファレンス信号は常には又は少なくとも十分には存
在しないかもしれない。例えば、データが送信されるときにのみ無線リンクは存在するで
あろう、との設計原理に基づくネットワークにおいては、旧来の意味でのＲＬＦは使用で
きない。ユーザ端末といったワイヤレスデバイスは、誰も気付かぬうちに、パケット送信
バーストの合間にカバレッジ外へ出てしまう場合がある。ビーム形成される制御情報も存
在する場合、データ送信を継続することが望ましいときにすぐに、意図される受信側ワイ
ヤレスデバイスへ到達することすらできないかもしれない。同様に、ワイヤレスデバイス
がデータを送信することを望む場合、そのことをネットワークへ通信してスケジューリン
グされることができないかもしれない。そうしたシナリオにおいて、旧来の解決策では、
ワイヤレスデバイスは新たなランダムアクセス手続を実行しなければならないであろうが
、これは有意な遅延及びシグナリングオーバヘッドコストに関連付けられる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　上記の問題に鑑みて、目的は、ワイヤレス通信ネットワークにおいて無線リンク問題を
どのように管理するかに関して１つ以上の改善を提供することである。具体的な対象とな
り得るワイヤレス通信ネットワークは、例えば５Ｇワイヤレス通信ネットワークのために
使用されることが期待されるいわゆる“超高効率”ネットワークのケースにおけるように
、無線リンクに伴う障害及び／又は問題を検出するための信号が十分には利用可能でない
ネットワークである。例えば、旧来のランダムアクセス手続を実行する場合よりもより少
ない遅延及び／又はより少ないシグナリングオーバヘッドコストを当該改善が可能とする
ことが特に望ましい。
【００１５】
　典型的にＲＬＦと略され及び特別な意味を有し得る旧来の無線リンク障害と区別するた
めに、ここでは、無線リンク問題（Radio　Link　Problem：ＲＬＰ）との用語を代わりに
使用する。ＲＬＰは、新たなタイプのイベントと見なされてもよい。ＲＬＰは、以前は機
能していた無線リンクに伴う、ワイヤレスデバイスとサービングネットワークノードとの
間の無線リンク上の通信に関連する何らかの種類の問題が経験され及び／又は検出された
ことを指し示すイベントであり得る。その問題は、例えば、期待されるデータ及び／若し
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くは信号の不在、並びに／又は無線リンク上の進行中の通信の何らかの劣化（例えば、予
め定義され及び／若しくは予め決定され得る所定レベルよりも悪い、許容できないレベル
にある劣化）、に関連し得る。サービングネットワークノードとは、無線リンク上でワイ
ヤレスデバイスにサービスするように現在割り当てられている及び／若しくは最後にサー
ビスしたネットワークノードであり、並びに／又は、ワイヤレスデバイスへ及び／若しく
はワイヤレスデバイスから通信されるべきデータが存在する際に及び／若しくはそうした
データが存在する場合にワイヤレスデバイスにサービスすることが現時点において期待さ
れているネットワークノードであり得る。検出されるＲＬＰは、例えば、無線リンクに関
連付けられるサービングネットワークノードとワイヤレスデバイスとの間に何らかのミス
マッチが存在することを指し示し得る。ＲＬＰは、例えば、意図されるワイヤレスデバイ
スへ信号を到達させない方向をサービングネットワークノードアンテナがポイントしてい
ることを原因とするかもしれない。また、ＲＬＰは、例えば、ワイヤレスデバイスにおけ
るアンテナ構成が意図されるサービングネットワークノードに向かって正しく調整されて
いないことを原因とするかもしれない。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　ここでの実施形態の第１の観点によれば、上記目的は、ワイヤレス通信ネットワーク（
例えば、当該ネットワークのネットワークノード）により実行される、ワイヤレスデバイ
スとサービングネットワークノードとの間の第１の無線リンクに伴う問題を管理するため
の方法、により達成される。いくつかの実施形態では、上記ネットワークノードは、サー
ビングネットワークノードである。ワイヤレス通信ネットワークは、ワイヤレスデバイス
へ、第１の情報を送信する。第１の情報は、第１の識別子を含み、及び、第１の識別子が
候補ネットワークノードから受信された場合にはそれはワイヤレスデバイスと上記候補ノ
ードとの間で上記問題の無いワーキング無線リンクをセットアップすることをサービング
ネットワークノードが承認したことを意味すること、をワイヤレスデバイスへ通知する。
【００１７】
　ここでの実施形態の第２の観点によれば、上記目的は、処理回路により実行されると第
１の観点に係る方法をサービングネットワークノードに実行させる命令、を含むコンピュ
ータプログラム、により達成される。
【００１８】
　ここでの実施形態の第３の観点によれば、上記目的は、第２の観点に係るコンピュータ
プログラムを含むデータ担体、により達成される。
【００１９】
　ここでの実施形態の第４の観点によれば、上記目的は、ワイヤレス通信ネットワークに
含まれるワイヤレスデバイスとサービングネットワークノードとの間の第１の無線リンク
に伴う問題を管理するための、当該ワイヤレスデバイスにより実行される方法、により達
成される。ワイヤレスデバイスは、ワイヤレス通信ネットワークから（例えば、当該ネッ
トワークのネットワークノードから、いくつかの実施形態ではサービングネットワークノ
ードから）、第１の情報を受信する。当該第１の情報は、第１の識別子を含み、及び、そ
の第１の識別子が候補ネットワークノードから受信された場合にはそれはワイヤレスデバ
イスと上記候補ノードとの間で上記問題の無いワーキング無線リンクをセットアップする
ことをサービングネットワークノードが承認したことを意味すること、をワイヤレスデバ
イスへ通知する。
【００２０】
　ここでの実施形態の第５の観点によれば、上記目的は、処理回路により実行されると第
４の観点に係る方法をワイヤレスデバイスに実行させる命令、を含むコンピュータプログ
ラム、により達成される。
【００２１】
　ここでの実施形態の第６の観点によれば、上記目的は、第５の観点に係るコンピュータ
プログラムを含むデータ担体、により達成される。
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【００２２】
　ここでの実施形態の第７の観点によれば、上記目的は、ワイヤレスデバイスとサービン
グネットワークノードとの間の第１の無線リンクに伴う問題を管理するための、非サービ
ングネットワークノードにより実行される方法、により達成される。サービングネットワ
ークノード及び非サービングノードはワイヤレス通信ネットワークに含まれる。非サービ
ングネットワークノードは、ワイヤレス通信ネットワークから（例えば、当該ネットワー
クのネットワークノードから、いくつかの実施形態ではサービングネットワークノードか
ら）、第２の情報を受信する。第２の情報は、第２の識別子を含み、及び、第１の無線リ
ンクに伴う問題が検出されるケースにおいて、ワイヤレスデバイスについての上記問題の
無い新たなワーキング無線リンクのセットアップへの参加を求めるリクエストに関連付け
て第２の識別子が受信され得ること、を非サービングノードへ通知する。
【００２３】
　ここでの実施形態の第８の観点によれば、上記目的は、処理回路により実行されると第
７の観点に係る方法を非サービングネットワークノードに実行させる命令、を含むコンピ
ュータプログラム、により達成される。
【００２４】
　ここでの実施形態の第９の観点によれば、上記目的は、第８の観点に係るコンピュータ
プログラムを含むデータ担体、により達成される。
【００２５】
　ここでの実施形態の第１０の観点によれば、上記目的は、ワイヤレス通信ネットワーク
に含まれるワイヤレスデバイスとサービングネットワークノードとの間の第１の無線リン
クに伴う問題を管理するためのネットワークノード、により達成される。いくつかの実施
形態では、上記ネットワークノードは、サービングネットワークノードである。当該ネッ
トワークノードは、ワイヤレスデバイスへ、第１の情報を送信する、ように構成される。
第１の情報は、第１の識別子を含み、及び、その第１の識別子が候補ネットワークノード
から受信された場合にはそれはワイヤレスデバイスと上記候補ノードとの間で上記問題の
無いワーキング無線リンクをセットアップすることをサービングネットワークノードが承
認したことを意味すること、をワイヤレスデバイスへ通知する。
【００２６】
　ここでの実施形態の第１１の観点によれば、上記目的は、ワイヤレス通信ネットワーク
に含まれるワイヤレスデバイスとサービングネットワークノードとの間の第１の無線リン
クに伴う問題を管理するための当該ワイヤレスデバイス、により達成される。ワイヤレス
デバイスは、ワイヤレス通信ネットワークから（例えば、当該ネットワークのネットワー
クノードから、いくつかの実施形態ではサービングネットワークノードから）、第１の情
報を受信する、ように構成される。当該第１の情報は、第１の識別子を含み、及び、その
第１の識別子が候補ネットワークノードから受信された場合にはそれはワイヤレスデバイ
スと上記候補ノードとの間で上記問題の無いワーキング無線リンクをセットアップするこ
とをサービングネットワークノードが承認したことを意味すること、をワイヤレスデバイ
スへ通知する。
【００２７】
　ここでの実施形態の第１２の観点によれば、上記目的は、ワイヤレスデバイスとサービ
ングネットワークノードとの間の第１の無線リンクに伴う問題を管理するための非サービ
ングネットワークノード、により達成される。サービングネットワークノード及び非サー
ビングノードはワイヤレス通信ネットワークに含まれる。非サービングネットワークノー
ドは、ワイヤレス通信ネットワークから（例えば、当該ネットワークのネットワークノー
ドから、いくつかの実施形態ではサービングネットワークノードから）、第２の情報を受
信する、ように構成される。当該第２の情報は、第２の識別子を含み、及び、第１の無線
リンクに伴う問題が検出されるケースにおいて、ワイヤレスデバイスについての上記問題
の無い新たなワーキング無線リンクのセットアップへの参加を求めるリクエストに関連付
けて第２の識別子が受信され得ること、を非サービングノードへ通知する。
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【発明の効果】
【００２８】
　上記したようなシグナリングにおける第１の識別子の使用は、第１の無線リンクに伴う
問題に応じてワーキング無線リンクがセットアップされるべき際に、ロバストであり且つ
包括的なシグナリングを可能とする。また、第１の識別子及び関連付けられる承認のおか
げで、ワイヤレスデバイスの観点から、ワーキング無線リンクが第１の無線リンクの修復
バージョンであるか、それとも、そのワイヤレスデバイスとサービングネットワークノー
ドに取って代わる非サービングネットワークノードとの間の（即ち、非サービングノード
が新たなサービングネットワークノードとなるであろう場合の）新たな第２の無線リンク
であるか、には非依存の同様のハンドリングで、ワーキング無線リンクをセットアップす
ることができる。第１の識別子及び承認についての情報の使用は、第１の無線リンクが修
復されるケースのみならず、第１の無線リンクと置き換えるために新たな第２の無線リン
クがセットアップされなければならない場合においても、第１の無線リンクのコンテキス
トの使用を安全なやり方で継続することも可能とする。それにより、新たなワーキング無
線リンクをセットアップすることが必要な場合に通常は必要とされる、旧来のランダムア
クセスにおけるような、新たな無線リンクのセットアップに関連付けられる比較的遅く且
つ時間のかかるシグナリングを回避することができる。
【００２９】
　このように、ここでの実施形態は、無線リンクに伴う問題が存在する場合にワーキング
無線リンクを達成することを促進し、並びに、旧来のランダムアクセス手続を実行するよ
りもより少ない遅延及びより少ないシグナリングオーバヘッドコストを可能とする。よっ
て、ここでの実施形態は、概して、ワイヤレス通信ネットワークにおいて無線リンク問題
をどのように管理するかに関して１つ以上の改善を提供する。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
　ここでの実施形態の例を、添付の概略図面を参照してより詳細に記述する。以下に図面
について簡単に説明する。
【００３１】
【図１】ここでの実施形態が実装され得るワイヤレス通信ネットワークの一例を概略的に
描いたブロック図である。
【図２】ワイヤレスデバイスが無線リンク問題（ＲＬＰ）を検出し及びそのＲＬＰを解決
するために非サービングネットワークノードへコンタクトする、ここでの実施形態を説明
するための第１の組み合わせられたシグナリング図及びフローチャートである。
【図３】ワイヤレスデバイスがＲＬＰを検出し及びそのＲＬＰを解決するためにサービン
グネットワークノードへコンタクトする、ここでの実施形態を説明するための第２の組み
合わせられたシグナリング図及びフローチャートである。
【図４】サービングネットワークノードがワイヤレスデバイスについてのＲＬＰを検出し
及びそのＲＬＰを解決するために非サービングネットワークノードへコンタクトする、こ
こでの実施形態を説明するための第３の組み合わせられたシグナリング図及びフローチャ
ートである。
【図５】サービングネットワークノードがワイヤレスデバイスについてのＲＬＰを検出し
及びそのＲＬＰを解決するためにそのワイヤレスデバイスへコンタクトする、ここでの実
施形態を説明するための第４の組み合わせられたシグナリング図及びフローチャートであ
る。
【図６】サービングネットワークノードにおいて実行される方法の実施形態を概略的に示
すフローチャートである。
【図７】上記サービングネットワークノードの実施形態を示すための機能ブロック図であ
る。
【図８】ワイヤレスデバイスにおいて実行される方法の実施形態を概略的に示すフローチ
ャートである。
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【図９】上記ワイヤレスデバイスの実施形態を示すための機能ブロック図である。
【図１０】非サービングネットワークノードにおいて実行される方法の実施形態を概略的
に示すフローチャートである。
【図１１】上記非サービングネットワークノードの実施形態を示すための機能ブロック図
である。
【図１２ａ】上記サービングネットワークノード、ワイヤレスデバイス、及び非サービン
グネットワークノードに方法のアクションを実行させるためのコンピュータプログラム及
びコンピュータプログラムプロダクトに関連する実施形態を示す概略図である。
【図１２ｂ】上記サービングネットワークノード、ワイヤレスデバイス、及び非サービン
グネットワークノードに方法のアクションを実行させるためのコンピュータプログラム及
びコンピュータプログラムプロダクトに関連する実施形態を示す概略図である。
【図１２ｃ】上記サービングネットワークノード、ワイヤレスデバイス、及び非サービン
グネットワークノードに方法のアクションを実行させるためのコンピュータプログラム及
びコンピュータプログラムプロダクトに関連する実施形態を示す概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００３２】
　図１は、ここでの実施形態が実装され得る、例えば電気通信ネットワークといったワイ
ヤレス通信ネットワーク１００の一例を概略的に描いている。この図は、ワイヤレス通信
ネットワーク１００内での通信のためのワイヤレスデバイス１１５の一例をも示している
。
【００３３】
　ワイヤレス通信ネットワーク１００は、サービングネットワークノード１１０、第１の
非サービングネットワークノード１１１ａ及び第２の非サービングネットワークノード１
１１ｂを含み、これらは、基地局といった無線ネットワークノードであり得る。“サービ
ング”及び“非サービング”との用語は、例示的なワイヤレスデバイス１１５に関係して
おり、下にさらに説明される。サービングネットワークノード１１０は、典型的には、図
中その境界により指し示される第１の無線カバレッジエリア１１２における第１の無線カ
バレッジに関連付けられ、例えば当該カバレッジを提供する。第１の無線カバレッジエリ
ア１１２ａは、その中に位置するワイヤレスデバイスにサービスするための比較的大きい
面積の無線カバレッジであり、及び／又は、サービング無線ネットワークノードが送信す
るリファレンス信号をワイヤレスデバイスが受信することが可能なエリアに相当し得る。
対応する複数の無線カバレッジエリア、即ち第２の無線カバレッジエリア１１３ａ及び第
３の無線カバレッジエリア１１３ｂも図示されており、それらはそれぞれ、第１の非サー
ビング無線ネットワークノード１１１ａ及び第２の非サービング無線ネットワークノード
１１１ｂに対応して関連付けられている。
【００３４】
　さらに、サービングネットワークノード１１０は、図中その境界により指し示される第
１の代替的／追加的な無線カバレッジエリア１１７に関連付けられ、例えば当該カバレッ
ジエリアを提供し得る。このカバレッジエリアは、１個又は数個のワイヤレスデバイスに
サービスするための、但し典型的には１つのみのワイヤレスデバイス（例えば、ワイヤレ
スデバイス１１５）にサービスするための、いわゆるビーム形成により達成されるような
、いわゆるビームにより提供される無線カバレッジ（即ち、比較的狭く且つ指向的な無線
カバレッジ）に相当し得る。
【００３５】
　同様に、第１の非サービングネットワークノード１１１ａ及び第２の非サービングネッ
トワークノード１１１ｂは、それぞれ、対応する第２の代替的／追加的な無線カバレッジ
エリア１１８ａ及び第３の代替的／追加的な無線カバレッジエリア１１８ｂに関連付けら
れ、例えばそれらカバレッジエリアを提供し得る。
【００３６】
　ここで使用されるところによれば、“無線ネットワークノード”は、それ自体、ワイヤ
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レス通信ネットワークの一部であるように構成されるデバイスであって、直接的に又は間
接的にワイヤレス通信ネットワーク１００内の１つ以上のワイヤレスデバイスにサービス
するための無線カバレッジの提供の一部をなすいかなるデバイスへの言及でもあり、及び
それに言及するために使用され得る。
【００３７】
　ここで使用されるところによれば、“無線カバレッジエリア”は、典型的には無線ネッ
トワークノードにより提供される無線カバレッジのエリアであり、その無線カバレッジは
、その無線ネットワークノードをその一部とし即ちそれを含むワイヤレス通信ネットワー
クへ、ワイヤレスデバイスがアクセスすることを可能とする。ある無線カバレッジエリア
は、（例えば、無線カバレッジエリア１１２、１１３ａ～ｂのうちのいずれも、）以下の
うち１つ以上に関連付けられ得る：
　無線カバレッジの無線周波数を指し示す、単一の周波数により表され得る、例えば周波
数レンジ又は周波数帯域といった、１つ以上の周波数、
　ワイヤレスデバイスがワイヤレス通信ネットワークへアクセスすることを可能とする、
例えばアクセス情報テーブル（ＡＩＴ）の形の、例えば編集されたアクセス情報といった
、アクセス情報の送信、及び、
　ワイヤレス通信ネットワーク１００へのアクセスをその無線カバレッジが可能とし得る
ことをワイヤレスデバイスが初期に識別することを可能とするアクセス識別子であって、
送信されるアクセス情報（例えば、ＡＩＴ）を例えばワイヤレスデバイスが見出し及びそ
れにアクセスすることができるように当該アクセス情報を識別し得る、アクセス識別子。
【００３８】
　サービングネットワークノード１１０、第１の非サービングネットワークノード１１１
ａ及び第２の非サービングネットワークノード１１１ｂは、典型的には、ネットワークノ
ード及びワイヤレスデバイスの間の通信とは別個に、互いに通信する、ように構成される
。ネットワークノード同士の通信は、代わりに、例えば、ネットワークノード通信インタ
フェース１１９ａ～ｃにより図示されているように、別個の通信インタフェース上で行わ
れてもよい。これらは典型的には、ネットワークノードが例えばサービスするように構成
されるワイヤレスデバイスのための又はそれらワイヤレスデバイスを介した通信に依存す
ることなく、ネットワークノード同士でロバストに且つ効率的に通信する手段を提供する
。
【００３９】
　さらに、サービング無線ネットワークノード１１０とワイヤレスデバイス１１５との間
の第１の無線リンク１２１、第１の非サービングネットワークノード１１１ａとワイヤレ
スデバイス１１５との間の第２の無線リンク１２２ａ、及び第２の非サービングネットワ
ークノード１１１ｂとワイヤレスデバイス１１５との間の第３の無線リンク１２２ｂ、も
また図示されている。
【００４０】
　ここで使用されるところによれば、“ワイヤレスデバイスとネットワークノードとの間
の無線リンク”とは、ダウンリンク及び／又はアップリンクデータの無線通信が可能とさ
れるようにワイヤレスデバイス及び／又はネットワークノードが構成されていることへの
言及であり、そのデータは、ワイヤレスデバイスに固有に関連付けられており、例えばい
わゆるユーザデータである。このため、ワイヤレスデバイスがネットワークノードにより
サービスされるために、即ち、当該ワイヤレスデバイスに固有に関連付けられるダウンリ
ンク及び／又はアップリンクデータに関してサービスされるために、無線リンクが用意さ
れていなければならない。無線リンクは、さらには、典型的には無線カバレッジに関連付
けられ、例えば無線カバレッジに基づいており、例えば第１の無線リンク１１２は、第１
の無線カバレッジエリア１１２及び／又は第１の代替的／追加的な無線カバレッジエリア
１１７に関連付けられ得る。
【００４１】
　ワイヤレス通信ネットワーク１００は、例えばワイヤレス通信ネットワーク１００の複
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数のネットワークノードを構成するための管理用ネットワークノード１３０を含み得る。
管理用ネットワークノード１３０は、例えば、複数のネットワークノードについて有効な
及び／又はそれらネットワークノードのために使用され並びに例えばそれらネットワーク
ノードの間で共用される情報及び／又は機能性を含む及び／又は管理するノードであり得
る。管理用ネットワークノード１３０は、ワイヤレス通信ネットワーク１００の事業者に
より制御されてもよい。管理用ネットワークノード１３０は、ワイヤレス通信ネットワー
ク１００内に含まれる好適なネットワークノード（例えば、基地局といった無線ネットワ
ークノード）と、直接的に又は（例えば、１つ以上の他のノードを介して）間接的に通信
可能に接続され得る。示されている例では、破線の矢印は、管理用ネットワークノード１
３０がサービングネットワークノード１１０と通信可能に接続されていることを指し示し
ており、そのようなケースにおいては、図示されてはいないが、管理用ネットワークノー
ド１３０は、典型的には、他のネットワークノード（例えば、第１及び第２の非サービン
グネットワークノード１１１ａ～ｂといった基地局）へも直接的に又は間接的に通信可能
に接続されている。
【００４２】
　注目すべきこととして、図１は単に概略的且つ例示のためのものであり、当業者には明
らかであろうように、図示されるすべてのものがここでのすべての実施形態にとって必要
とされるわけではないかもしれない。また、実際にワイヤレス通信ネットワーク１００に
相当する１つ又は複数のワイヤレス通信ネットワークは、当業者には理解されるように、
典型的には、基地局等の複数のさらなるネットワークノードを含むであろうが、それらは
簡略化のためにここでは示されない。
【００４３】
　ここで使用されるところによれば、“無線リンク問題”、又は“ＲＬＰ（Radio　Link
　Problem）”は、無線リンクに関連付けられる、当該無線リンク上の通信に悪影響を及
ぼす問題への言及である。その問題は、無線リンクが機能しており当該問題に関連付けら
れていなかった（例えば、その問題を有していなかった）以前の状況との関連を有するか
もしれない。例えば、無線リンク障害に関連付けられる、機能していない例えば障害を被
った無線リンクが、ＲＬＰの一例であるが、機能してはいるものの無線リンク上の通信に
関して何らかの形で劣化した無線リンクについても、ＲＬＰは存在し得る。無線リンク障
害は、従来技術においてはＲＬＦ（Radio　Link　Failure）と称され得る。
【００４４】
　既に述べたように、また当業者には理解されるであろうように、無線リンクは典型的に
は、無線カバレッジに基づき及び無線カバレッジに依存すらしている。このため、無線カ
バレッジが無いか、弱すぎるか、又は無線カバレッジに関連する他の何らかの問題がある
場合に、典型的にＲＬＰが発生し得る。例えば、ワイヤレスデバイス１１５が第１の無線
カバレッジエリア１１２の外へ移動してしまい及び／又は第１の代替的／追加的な無線カ
バレッジエリア１１７（例えば、ビーム）に到達していない場合、これは典型的にＲＬＰ
に帰着する。
【００４５】
　ワイヤレスデバイスとサービングネットワークノードとの間の無線リンク、例えば、ワ
イヤレスデバイス１１５とサービングネットワークノード１１０との間の第１の無線リン
ク１２１についてのＲＬＰの検出は、ＲＬＰを検出するのがワイヤレスデバイス１１５で
あるか、それとも、ＲＬＰを検出するのがサービングネットワークノード１１０であるか
、で異なり得る。ＲＬＰの検出は、ＲＬＰイベントと称され得る１つ以上のイベントの検
出に相当し得る。
【００４６】
　例えば、ワイヤレスデバイス１１５といったワイヤレスデバイスは、ＲＬＰ、又はＲＬ
Ｐイベントを、以下のうちの１つ以上に従って検出し得る：
　・予期されたＤＬ信号が“消失”、例えば、スケジューリングされた又は周期的なＤＬ
リファレンス信号がしきい値を下回る。ＲＬＰが検出されたと見なされるまでにどの程度
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の期間その信号がしきい値を下回る必要があるかについて、タイマが構成され得る。
　・モニタリングされるＤＬ信号が“出現”、例えば、スケジューリングされた又は周期
的なＤＬリファレンス信号がしきい値を上回る。ＲＬＰが検出されたと見なされるまでに
どの程度の期間その信号がしきい値を上回る必要があるかについて、タイマが構成され得
る。
　・典型的にはスケジューリングリクエストの送信後、又は競合ベースのチャネル送信後
、ＵＬ送信への応答無し。ＲＬＰが検出されたと見なされるまでにいくつの送信信号に対
して応答がなされない必要があるかについて、カウンタが適用され得る。
【００４７】
　例えば、サービングネットワークノード１１０といったネットワークノードは、ＲＬＰ
、又はＲＬＰイベントを、以下のうちの１つ以上に従って検出し得る：
　・予期されたＵＬ信号が“消失”、例えば、スケジューリングされた又は周期的なＵＬ
リファレンス信号がしきい値を下回る。ＲＬＰが検出されたと見なされるまでにどの程度
の期間その信号がしきい値を下回る必要があるかについて、タイマが構成され得る。
　・モニタリングされるＵＬ信号が“出現”、例えば、スケジューリングされた又は周期
的なＵＬリファレンス信号がしきい値を上回る。ＲＬＰが検出されたと見なされるまでに
どの程度の期間その信号がしきい値を上回る必要があるかについて、タイマが構成され得
る。
　・典型的にはＵＬグラント又はＤＬ割り当てといった、ＤＬ送信への応答無し。ＲＬＰ
が検出されたと見なされるまでにいくつの送信信号に対して応答がなされない必要がある
かについて、カウンタが適用され得る。
【００４８】
　留意され得ることとして、ＲＬＰの例及びどのようにそれらが検出され得るかは、ＲＬ
Ｆが旧来どのように検出されるかによって異なる。
【００４９】
　図２は、第１の組み合わせられたシグナリング図及びフローチャートを描いており、こ
れは、ワイヤレスデバイス１１５が第１の無線リンク１２１についてのＲＬＰを検出し及
びそのＲＬＰを解決するために非サービングネットワークノード１１１ａへコンタクトす
る、という第１の例示的なシナリオにおける実施形態を説明するために使用される。
【００５０】
　以下のアクションは、任意の好適な順序で行われ、及び／又は、時間的重複が可能であ
り、好適な場合には全体として又は部分的に時間的に重複して遂行されてもよい。
【００５１】
　アクション２０１ａ
　サービングネットワークノード１１０は、第１の情報をワイヤレスデバイス１１５へ送
信し、ワイヤレスデバイス１１５はその第１の情報を受信する。これは好ましくは、サー
ビングネットワークノード１１０がワイヤレスデバイス１１５のためのサービングネット
ワークノードになることに関連して、又は、第１の無線リンク１２１が作動していること
が知得された他の何らかの時点で、発生する。第１の情報は、第１の識別子を含み、及び
、その第１の識別子が後に（例えば、所定の状況の最中に）ネットワークノード（例えば
、第１の非サービングネットワークノード１１１ａ）から受信される場合にはそれはワイ
ヤレスデバイス１１５とそのネットワークノードとの間でワーキング無線リンク（即ち、
ＲＬＰ無しでの無線リンク）をセットアップすることをサービングネットワークノード１
１０が承認したことを意味すること、をワイヤレスデバイス１１５へ通知する（例えば、
指示する）。
【００５２】
　これは、本説明の全体としての視点においてよりよく理解されるであろうように、第１
の無線リンク１２１に伴う問題に応じてワーキング無線リンクがセットアップされる際に
、ロバストであり包括的なシグナリングを可能とする。また、第１の識別子及び関連付け
られる承認のおかげで、ワイヤレスデバイス１１５の観点から、ワーキング無線リンクが
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第１の無線リンク１２１の修復バージョンであるか、それとも、ワイヤレスデバイス１１
５と第１の非サービングネットワークノード１１１ａとの間の新たな第２の無線リンク（
例えば、第２の無線リンク１２２ａ）であるか、には非依存に同様のハンドリングで、ワ
ーキング無線リンクをセットアップすることができる。よって、その新たなワーキング無
線リンクは、サービングネットワークノード１１０を新たなサービングネットワークノー
ドに置き換えることとなり、これは、非サービングネットワークノードが新たなサービン
グネットワークノードになる状況に相当する。第１の識別子、及び承認についての情報の
使用は、第１の無線リンク１２１が修復されるケースにおいてのみならず、第１の無線リ
ンク１２１と置き換えるために新たな第２の無線リンク（例えば、第２の無線リンク１２
２ａ）がセットアップされる場合においても、第１の無線リンク１２１のコンテキストの
使用を安全なやり方で継続することをも可能とする。これについては下にさらに説明する
。それにより、例えば、少なくとも第１の無線リンク１２１が全く作動していない場合に
おいて新たなワーキング無線リンクをセットアップすることが必要なときに、ともすれば
要していたはずの旧来のランダムアクセスによる新たな無線リンクのセットアップに関連
付けられるような、比較的遅く且つ時間のかかるシグナリングを回避することができる。
【００５３】
　図中、第１の識別子が簡易的な比較的小さなサイズの識別子であり得ることを指し示す
ために、第１の識別子はｔａｇ＿ｓと称されるタグとして例示されている。第１の識別子
は、典型的には、ワイヤレス通信ネットワーク１００内において、又は、隣接する無線カ
バレッジに関連付けられる例えば基地局等のネットワークノード（示される例では、第１
及び第２の非サービングネットワークノード１１１ａ～ｂ）を少なくとも含む局所的な周
辺において、サービングネットワークノード１１０を例えば一意に識別する識別子である
。換言すれば、第１の識別子は、サービングネットワークノード１１０を含む所定の第１
のローカルエリアにおいて一意であり、その第１のローカルエリアは、第１の無線カバレ
ッジエリア１１２並びに第２及び第３の無線カバレッジエリア１１３ａ～ｂを含み得る。
当該所定の第１のローカルエリアは、予め決定され及び／又は予め定義され得る。
【００５４】
　理解されるであろうように、第１の情報による通知は暗黙的に達成され得る。例えば、
ワイヤレスデバイス１１５がサービングネットワークノードから、例えば構成メッセージ
などの一部としてあるタイプの識別子を第１の識別子（例えば、ｔａｇ＿ｓ）として受信
する場合にはそれは特別な意味を有すること、が既知とされ（例えば、予め決定され）て
もよい。例えば、第１の識別子が後に（例えば、所定の状況の最中に）特定のメッセージ
の一部としてネットワークノード（例えば、第１の非サービングネットワークノード１１
１ａ）から受信される場合にはそれはワイヤレスデバイス１１５とその第１の非サービン
グネットワークノード１１１ａとの間でワーキング無線リンクをセットアップすることを
サービングネットワークノード１１０が承認したことを意味すること、がワイヤレスデバ
イス１１５にとって既知である。
【００５５】
　いくつかの実施形態では、第１の情報は、第１の識別子が後にネットワークノードから
（例えば、サービングネットワークノード１１０、又は非サービングネットワークノード
１１１ａ～ｂのうちのいずれか１つから）受信された場合にはそれは第１の無線リンク１
２１のコンテキストが依然として有効でありよって上記ワーキング無線リンクのために使
用を継続できることを意味することもまた、例えば上述したやり方と同一の又は同様のや
り方で、ワイヤレスデバイス１１５へさらに通知（又は、指示）されてもよい。コンテキ
ストについては下に別途、さらに説明し例示する。これにより、ワーキング無線リンクを
達成するために新たな無線リンクがセットアップされるケースにおいても、第１の無線リ
ンク１２１からのコンテキストを再使用することが可能となり、またそれにより、他のケ
ースよりも時間を節約し及びワーキング無線リンクをより速く達成することが可能となる
。
【００５６】
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　そのうえ、いくつかの実施形態では、第１の情報は、他の第２の識別子をさらに含み、
及び、第１の無線リンク１２１に伴う問題が検出されたことに応じて１つ以上の候補ネッ
トワークノードによる受信のために第２の識別子を含むメッセージを送信することを、例
えば上述したやり方と同一の又は同様のやり方で、ワイヤレスデバイス１１５へさらに通
知（例えば、指示）してもよい。当該候補ネットワークノードは、例えばサービングネッ
トワークノード１１０並びに第１及び第２の非サービングネットワークノード１１１ａ～
ｂといった非サービングネットワークノードのうちの１つ以上を含む、例えばワイヤレス
デバイス１１５により到達されるほど十分に近くに位置する任意の無線ネットワークノー
ド又は基地局である。その１つ以上の候補ネットワークノードは、第１の無線リンク１２
１の修復バージョンであるか又はそれに代わる無線リンク（例えば、第２若しくは第３の
無線リンク１２２ａ～ｂのうちのいずれか１つ）であり得る上記ワーキング無線リンクに
関与するための候補であるノードである。よって、上記メッセージは、ワイヤレスデバイ
ス１１５についての問題の無いワーキング無線リンクのセットアップへの参加に関連する
。これに関連するさらなる情報及びそのメッセージの例については、下のアクション２０
４を参照されたい。
【００５７】
　図中、第２の識別子もまた簡易的な比較的小さなサイズの識別子であり得ることを指し
示すために、第２の識別子はｔａｇ＿ｐと称されるタグとして例示されている。第２の識
別子は、典型的には、ワイヤレス通信ネットワーク１００内において、又は、少なくとも
サービングネットワークノード１１０の近傍において（例えば、サービングネットワーク
ノード１１０並びに、第１及び第２の非サービングネットワークノード１２２ａ～ｂとい
った隣接する非サービングネットワークノードを含む近隣において）、ワイヤレスデバイ
ス１１５を暗黙的に又は明示的に一意に識別するために使用可能な識別子である。即ち、
図１に関連して、第２の識別子は、例えば第１の無線カバレッジエリア１１２並びに第２
及び第３の無線カバレッジエリア１１３ａ～ｂを含む、所定の第２のローカルエリアにお
いて一意であり得る。当該所定の第２のローカルエリアは、予め決定され及び／又は予め
定義され得る。当該所定の第２のローカルエリアは、所定の第１のローカルエリアと同じ
エリアであってもよいが同じエリアである必要はない。
【００５８】
　なお、いくつかの実施形態では、例えばワイヤレスデバイス１１５が第２の識別子を既
に認識しており、例えば以前に提供されたことがある場合には、第１の情報は第２の識別
子を含む必要はない。このケースでは、ワイヤレスデバイス１１５は、第２の識別子及び
それを使用する手法の双方と共に予め構成されてもよく、その手法とは即ち、上述したよ
うに、第１の無線リンク１２１に伴う問題が検出されたことに応じて第２の識別子を含む
上記メッセージを上記１つ以上の候補ネットワークノードによる受信のために送信するこ
とである。
【００５９】
　このため、理解されるであろうように、本アクションは、例えば簡易的なメッセージに
含まれる、多かれ少なかれ１つ又は２つの識別子を、サービングネットワークノード１１
０からワイヤレスデバイス１１５へ送信することにより、実装され得る。
【００６０】
　アクション２０１ｂ
　サービングネットワークノード１１０は、ワイヤレス通信ネットワーク１００に含まれ
る、例えば第１及び第２の非サービングネットワークノード１１１ａ～ｂを含む１つ以上
の非サービングネットワークノードへ、第２の情報をさらに送信し得る。以下において、
少なくとも第１の非サービングネットワークノード１１１ａが第２の情報を受信するもの
と想定する。ワイヤレスデバイス１１５のための新たなサービングネットワークノードと
なり得る可能性のある非サービングネットワークノード（例えば、サービングネットワー
クノード１１０に隣接する、及び／又はワイヤレスデバイス１１５にある程度近い、及び
／又はワイヤレスデバイス１１５の知られている若しくはあり得る位置にある程度近いも
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の）のすべてへ、第２の情報が送信されてもよい。
【００６１】
　第２の情報は、第２の識別子を含み、及び、第１の無線リンク１２１に伴う問題が検出
されるケースにおいて、ワイヤレスデバイス１１５についての問題の無い新たなワーキン
グ無線リンク（例えば、第２及び第３の無線リンク１２２ａ～ｂのうちのいずれか１つ）
のセットアップへの参加を求めるリクエストに関連付けて第２の識別子が受信され得るこ
と、を上記１つ以上の非サービングノードへ、即ち第２の情報の意図される受け手へ通知
する。この手法で、上記リクエストを受信する非サービングネットワークノードは、第２
の識別子についてのモニタリング及び／又は第２の識別子の受信時／受信した場合のトリ
ガを行うことができるようになり、即ち、何をチェックすべきかを認識し、またそれによ
り、受信に応じて好適なハンドリングを適用することができる。例については下のアクシ
ョン２０４～２０７を参照されたい。
【００６２】
　なお、第２の情報は、第１の情報と同様に、上記１つ以上の非サービングノードへ暗黙
的な通知を行ってもよい。
【００６３】
　このため、理解されるであろうように、アクション２０１ｂもまた、例えば簡易的なメ
ッセージに含まれる、多かれ少なかれただ１つの識別子を、サービングネットワークノー
ド１１０から上記ワイヤレスデバイス１１５へ送信することにより、実装され得る。
【００６４】
　本アクションは、サービングネットワークノード１１０がワイヤレスデバイス１１５の
ためのサービングネットワークノードになることに関連して発生することが好ましい。と
いうのも、その後どの時点でＲＬＰが発生し得るかは分り得ないからである。第２の情報
は、典型的には、ネットワークノード通信インタフェースを介して第１の非サービングネ
ットワークノード１１１ａへ、例えば第１のネットワークノード通信インタフェース１１
９ａ上で送信される。
【００６５】
　上記の点から注記され得ることとして、第２の識別子に関連付けられる情報は、アクシ
ョン２０１ａ及びアクション２０１ｂにおいて異なり、即ち、第２の識別子がサービング
ネットワークノード１１０からワイヤレスデバイス１１５へ送信されるのか、それとも上
記１つ以上の非サービングネットワークノードへ送信されるのか、に依存して異なる。こ
れは、ワイヤレスデバイス１１５及び非サービングネットワークノードが、第２の識別子
に対して並びに／又は第２の識別子を送信するノードのタイプ及び／若しくは第２の識別
子が含まれるメッセージのタイプに依存して異なった応答をする、ように構成されること
により、簡単に達成されることができる。
【００６６】
　アクション２０１ａ及び／又は２０１ｂは、ワイヤレス通信ネットワーク１００が例え
ばサービングネットワークノード１１０を通じて、ワイヤレスデバイス１１５における並
びに第１及び第２の非サービングネットワークノード１１１ａ～ｂにおけるＲＬＰ手続を
構成すること又はその一部であるものと考えられてもよい。
【００６７】
　アクション２０２
　何らかの時点において、ワイヤレスデバイス１１５は、ＲＬＰを、例えばＲＬＰイベン
トの形で検出し得る。ＲＬＰ及びＲＬＰイベントは、ＲＬＰに関する上の説明によるもの
であり得る。ワイヤレスデバイス１１５は、ＲＬＰが発生し及びワイヤレスデバイス１１
５により検出可能である際に／その場合において、常に、定期的に（例えば周期的に）、
及び／又は所定の状況の最中にＲＬＰを検出する、ように構成されてよい。
【００６８】
　アクション２０３
　第１の非サービングネットワークノード１１１ａは、アクション２０１ｂにおいて受信
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した第２の情報に従って、アップリンクモニタリングの実行を開始し、即ち、第２の識別
子を求めてアップリンク内をモニタリングし得る。このモニタリングは、例えば連続的又
は周期的であり、例えば、第２の識別子のような識別子を送信するために割り当てられ及
び／又は使用されるチャネルといった固有のチャネル上で実行されてもよい。そうしたチ
ャネルは、アップリンクＲＬＰ支援チャネルなどと称されてもよい。アップリンクモニタ
リングは、アクション２０１ｂにおける第２の情報の受信に応じて及び／又は所定時間の
非アクティビティの後に始動してもよい。非アクティビティタイマが使用されてもよい。
第１の非サービングネットワークノード１１１ａは、概して、第２の識別子を含む所定の
タイプの識別子を求めてアップリンクモニタリングを実行し得る。
【００６９】
　アクション２０４
　ワイヤレスデバイス１１５は、ワイヤレス通信ネットワーク１００に含まれる１つ以上
の非サービングネットワークノードへ、第２の識別子を含む無線リンク問題検出メッセー
ジを送信し得る。本例では、第１の非サービングネットワークノード１１１ａが、そうし
たノードの１つであり及び例えばアクション２０３におけるモニタリングの結果としての
その無線リンク問題検出メッセージを受信するものと想定する。無線リンク問題検出メッ
セージは、ワイヤレスデバイス１１５がアクション２０２においてＲＬＰを検出したこと
に応じて送信される。無線リンク問題検出メッセージは、ワイヤレスデバイス１１５につ
いての問題の無い新たなワーキング無線リンク（例えば、第２の無線リンク１２２ａ）の
セットアップに参加することを、上記１つ以上の（即ち、第１の非サービングネットワー
クノード１１１ａを含む）非サービングネットワークノードにリクエストする。
【００７０】
　理解されるように、無線リンク問題検出メッセージを受信する非サービングネットワー
クノードは、例えば第１の非サービングネットワークノード１１１ａのような非サービン
グネットワークノードを含み、当該非サービングネットワークノードは、アクション２０
１ｂにおいて第２の情報を受信済みであって、それにより第２の識別子を認識しており、
（アクション２０３における第１の非サービングネットワークノードのように）第２の識
別子についてモニタリング中であり得る。
【００７１】
　ワイヤレスデバイス１１５は、ＲＬＰを検出すると本アクションに従って実行するよう
に、デフォルトにより及び／又は例えばアクション２０１ｂなどに関連して受信される構
成により、予め構成されてもよい。無線リンク問題検出メッセージは、受信可能であるほ
ど十分近くにいるいかなる非サービング及び／又はサービングネットワークノードによっ
ても受信され得るように、例えば送出され、例えばブロードキャストされ得る。
【００７２】
　図２により例示されるシナリオにおいて想定されることとして、サービングネットワー
クノード１１０は、無線リンク問題検出メッセージも、第１の無線リンク１２１の修復を
リクエストし得る他のメッセージも受信しない（例えば、受信できない）。この受信不可
であることは、図中で黒の×印で指し示されている。なお、第１の無線リンク１１５に伴
う問題が存在する場合、ワイヤレスデバイス１１５がサービングネットワークノード１１
０に到達できないことは、むしろよくある状況であることが理解されるべきである。
【００７３】
　上に示したように、第２の識別子（例えば、ｔａｇ＿ｐ）は、明示的であれ暗黙的であ
れワイヤレスデバイス１１５を識別するために、受信側の非サービングネットワークノー
ド（ここでは、第１の非サービングネットワークノード１１１ａ）により使用されること
ができるものである。
【００７４】
　アクション２０５
　第１の非サービングネットワークノード１１１ａは、無線リンク情報リクエストメッセ
ージをサービングネットワークノード１１０へ送信してよく、サービングネットワークノ
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ード１１０はそれを受信する。第１の非サービングネットワークノード１１１ａは、アク
ション２０４において受信した無線リンク問題検出メッセージに応じて、このメッセージ
を送信し得る。無線リンク情報リクエストメッセージは、第１の無線リンク１２１のコン
テキストについての情報を求める。このコンテキストは、第１の非サービング無線ネット
ワークノード１１１ａとワイヤレスデバイス１１５との間の第２の無線リンク１２２ａと
いった上記新たなワーキング無線リンクのために継続して使用されることができる。
【００７５】
　換言すれば、第１の非サービングネットワークノード１１１ａといった非サービングノ
ードがアクション２０４において第２の識別子を伴う無線リンク問題検出メッセージを受
信し、及びそれによりワイヤレスデバイス１１５が識別されそのため非サービングネット
ワークノードにより知得された後では、当該非サービングネットワークノードは、問題の
ある無線リンクに関連する情報を受信するためにサービングノード１１０にコンタクトす
ることができる。
【００７６】
　ワイヤレスデバイス１１５を識別する第２の識別子を与えられたワイヤレスデバイス１
１５のサービングネットワークノードがどれか、を第１の非サービングネットワークノー
ド１１１ａは既に知っているかもしれず、というのも、事前に（アクション２０１ｂにお
いて）サービングネットワークノード１１０から第２の識別子を受信しているかもしれな
いからである。しかしながら、第２の識別子を与えられたサービングネットワークノード
がどれか、を第１の非サービングネットワークノード１１１ａが直接的に知らない場合、
第１の非サービングネットワークノード１１１ａは、例えば第２の非サービングネットワ
ークノード１１１ｂ及び／又はサービングネットワークノード１１０を含む隣接するネッ
トワークノードに、第２の識別子に関連付けられるワイヤレスデバイス１１５をそれらが
認識しているかどうかを問い合わせてもよい。そうした問い合わせに、サービングネット
ワークノード１１０自体又は例えば第２の非サービングネットワークノード１１１ｂが応
答し、それにより第１の非サービングネットワークノード１１１ａはサービングネットワ
ークノード１１０を見出すことができ及びサービングネットワークノード１１０へ無線リ
ンク情報リクエストメッセージを送信することができるようになり得る。代替的に又は追
加的に、第１の非サービングネットワークノード１１１ａは、第２の識別子を使用して、
管理ノード（図示せず）及び／又は中央サーバ（図示せず）から、例えば第２の識別子に
関連するサービングノードアイデンティティについての情報を得ることにより、サービン
グネットワークノードについての情報を取り出してもよい。識別子及び関連付けられる情
報を扱うために管理ノード及び／又は中央サーバ等が使用される際に／その場合に、サー
ビングネットワークノード１１０もまた、そうした目的のために管理ノード及び／又は中
央サーバを使用してもよい。これは例えば、アクション２０１ａにおけるように、サービ
ングネットワークノード１１０がワイヤレスデバイス１１５のためのサービングネットワ
ークノードになったときに関連して、及び／又は例えばワイヤレスデバイス１１５の構成
に関連して、発生し得る。管理ノードは、管理用ネットワークノード１３０に相当し得る
が、そうである必要はない。
【００７７】
　アクション２０６
　サービングネットワークノード１１０は、第１の非サービングネットワークノード１１
１ａへ、上記第１の識別子及び上記コンテキストについての情報を含む無線リンク情報レ
スポンスメッセージを送信してよく、第１の非サービングネットワークノード１１１ａは
それを受信する。無線リンク情報レスポンスメッセージは、アクション２０５において送
信された無線リンク情報リクエストメッセージに応じて送信され及び受信され得る。コン
テキストについての受信された情報がサービングネットワークノードにより承認されてい
ることの“証明（proof）”を第１の非サービングネットワークノード１１１ａが有する
ようにまたそれによりワイヤレスデバイス１１５に対してそれを証明するために第２の識
別子を使用することができる（次のアクションを参照）ように、第２の識別子がコンテキ
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ストと共にサービングネットワークノード１１０から受信されてもよい。
【００７８】
　無線リンク情報レスポンスメッセージは、コンテキストについて含み得る及び／又は関
連付けられ得る情報の数例を挙げるだけでも、例えば、ワイヤレスデバイス１１５につい
ての最新のコンテキスト、いくつか又は全てのプロトコルレイヤの状態、（もしあれば）
ワイヤレスデバイス１１５宛ての未送信のＤＬデータ、（もしあれば）ワイヤレスデバイ
ス１１５からサービングネットワークノード１１０により受信され及びサービングネット
ワークノード１１０内の並べ替えバッファ内で待機しているＵＬデータ、ＨＡＲＱ（Hybr
id　Automatic　Repeat　Request）バッファ内の１つ以上のソフトビット、のうちの数個
以上を含み得る。
【００７９】
　アクション２０７
　第１の非サービングネットワークノード１１１ａは、ワイヤレスデバイス１１５へ、無
線リンク再確立リクエストメッセージを送信してよく、ワイヤレスデバイス１１５はそれ
を受信する。当該無線リンク再確立リクエストメッセージは、第１の識別子を含み得る。
このため、サービングネットワークノード１１０との間の問題のある第１の無線リンク１
２１と置き換えるために第１の非サービングネットワークノード１１１ａとの間の新たな
無線リンク（例えば、第２の無線リンク１２２ａ）を再確立することをサービングネット
ワークノード１１０が承認したことを、ワイヤレスデバイス１１５は第１の識別子のおか
げで知り得る。サービングネットワークノード１１０との間で有していたコンテキストが
今や第１の非サービングネットワークノード１１１ａとの間の新たな無線リンクのために
利用可能であり及び再使用されてよく又は再使用されるであろうことを、ワイヤレスデバ
イス１１５は、無線リンク再確立リクエストメッセージ及び／又はそれに含まれる第１の
識別子により、追加的に通知されてもよい。
【００８０】
　いくつかの実施形態では、第１の識別子は、ワイヤレスデバイス１１５の制御チャネル
構成に関連付けられ、例えば関連し得る。そのため、ワイヤレスデバイス１１５は、サー
ビングネットワークノード１１０が送信を承認したことを、制御チャネル上のスケジュー
リング割り当て及び／又はグラントの検出を通じて通知される場合があり、そうしたケー
スにおいては、明示的な再構成メッセージは不要かもしれず、また、第１の識別子が無線
リンク再確立リクエストメッセージに含まれる必要はないかもしれない。
【００８１】
　アクション２０８
　ワイヤレスデバイス１１５は、第１の非サービングネットワークノード１１１ａへ、無
線リンク再確立確認メッセージを送信し得る。これは、先のアクションにおいて無線リン
ク再確立リクエストメッセージを受信し及び第１の非サービングネットワークノード１１
１ａとの間で新たな無線リンクをセットアップすることをワイヤレスデバイス１１５が受
け入れたこと、に応じてなされ得る。
【００８２】
　アクション２０７～２０８は、ワイヤレスデバイス１１５と第１の非サービングネット
ワークノード１１１ａとの間の新たな無線セットアップ手続の初期アクションの一部であ
ると見なされてもよい。この手続は、典型的には、理解されるであろうように、さらなる
アクションも含み、及び、ワイヤレスデバイス１１５について問題の無い新たなワーキン
グ無線リンク（示される例では、第２の無線リンク１２２ａ）がセットアップされること
に最終的に帰着する。
【００８３】
　図３は、第２の組み合わせられたシグナリング図及びフローチャートを描いており、こ
れは、ワイヤレスデバイス１１５が第１の無線リンク１２１についてのＲＬＰを検出し及
びそのＲＬＰを解決するためにサービングネットワークノード１１１ａへコンタクトする
、という第２の例示的なシナリオにおける実施形態を説明するために使用される。
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【００８４】
　以下のアクションは、任意の好適な順序で行われ、及び／又は、時間的重複が可能であ
り、好適な場合には全体として又は部分的に時間的に重複して遂行されてもよい。
【００８５】
　アクション３０１
　このアクションは上述のアクション２０１ａに相当するので、ここではさらなる説明を
行わない。
【００８６】
　アクション３０２
　このアクションは上述のアクション２０２に相当するので、ここではさらなる説明を行
わない。
【００８７】
　アクション３０３
　このアクションは、上述のアクション２０３に相当し得るが、ここでは第１の非サービ
ングネットワークノード１１１ａではなくサービングネットワークノード１１０により実
行される。よって、モニタリングは、アクション２０１ｂにおいて送信される第２の情報
によるものであり得るが、その情報（特に、第２の識別子）は、サービングネットワーク
ノードにとって既知である。アップリンクモニタリングは、サービングネットワークノー
ド１１０がワイヤレスデバイス１１０へのサービスを開始したこと（即ち、サービングネ
ットワークノード１１０になったこと）に直接的に関連して、及び／又は、第１の無線リ
ンク１２１が最初に確立されたときに、及び／又は、非アクティビティタイマが満了した
後に、始動してもよい。
【００８８】
　しかしながら、必要とされるわけではないが、ネットワークノードが、自身がサービス
しているワイヤレスデバイスにより検出される無線リンク問題についてモニタリングを行
っている（即ち、本例におけるようにワイヤレスデバイスのためのサービングネットワー
クノードである）か、それとも、自身がサービスしていないワイヤレスデバイスにより検
出される無線リンク問題についてモニタリングを行っている（即ち、先の図２の例におけ
るようにワイヤレスデバイスにとって非サービングネットワークノードである）か、に依
存して、モニタリングそれ自体が異なって見えるかもしれない。
【００８９】
　本アクションがアクション２０３と同じである場合、必要とされる異なるシグナリング
は少なく、実装はより単純である、という利点がある。代替的に、本アクションとアクシ
ョン２０３とはある程度異なってもよく、例えば、モニタリングは、他のメッセージを対
象とし、及び／又は、第２の識別子を、アクション２０３におけるものとは別のチャネル
上で求めるものである。これは、例えばより効率的なモニタリングが可能とされ得るとい
った、他の利点を有し得る、というのも、例えば、サービスするネットワークノードとサ
ービスされるワイヤレスデバイスとの間の特別な関係が利用され得るからである。
【００９０】
　アクション３０４
　ワイヤレスデバイス１１５は、アクション３０２における検出に応じて、無線リンク訂
正リクエストメッセージをサービングネットワークノード１１０へ送信し得る。サービン
グネットワークノード１１０はそれを、例えばアクション３０３におけるモニタリングの
結果として受信する。第２の識別子を含み得る無線リンク訂正リクエストメッセージは、
第１の無線リンク１２１を問題の無いワーキング無線リンクにするために当該リンクの修
復に参加することをサービングネットワークノード１１０に求める。
【００９１】
　いくつかの実施形態では、無線リンク訂正リクエストメッセージは、アクション２０４
において上で説明した無線リンク問題検出メッセージに対応し、及びそれと同じであって
もよい。
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【００９２】
　上に示したように、第２の識別子（例えば、ｔａｇ＿ｐ）が本アクションにおける無線
リンク訂正リクエストメッセージに含まれている場合、それは明示的であれ暗黙的であれ
ワイヤレスデバイス１１５を識別していてもよい。識別それ自体はサービングネットワー
クノード１００により必要とされないかもしれないが、無線リンク訂正リクエストメッセ
ージと無線リンク問題検出メッセージとが同一のメッセージである場合に特に、識別は依
然として有利であり得る。というのも、それにより、より少ないシグナリングが可能とさ
れ、及び、ＲＬＰが存在するときに、ネットワークは、サービングネットワークノードで
あるか非サービングネットワークノードであるかに関わりなく同じやり方で通知されるこ
とができるからである。それでも、サービングネットワークノードは、第２の識別子を受
信すると、受信した第２の識別子により識別されるワイヤレスデバイスにとって自身がサ
ービングネットワークノードであるか否かを容易に見出すことができることから、例えば
既存の無線リンクを修復し又は新たな無線リンクをセットアップすることによる異なるハ
ンドリングで、ワーキング無線リンクを達成することが可能である。また、ワイヤレスデ
バイス１１５を識別する第２の識別子が本アクションにおいて送信される場合、これは、
いくつものワイヤレスデバイスが同時にサービスされているケースにおいて、どのワイヤ
レスデバイスがＲＬＰを有しているのかをサービングネットワークノード１１０が見出す
助けとなる。
【００９３】
　アクション３０５
　アクション３０４において送信された無線リンク訂正リクエストメッセージに応じて、
サービングネットワークノード１１０は、無線リンク訂正レスポンスメッセージを送信し
てよく、ワイヤレスデバイス１１５はそれを受信する。無線リンク訂正レスポンスメッセ
ージは、第１の識別子を含み得る。このため、このケースにおいても、アクション３０１
において受信された第１の情報に従って及び第１の識別子のおかげで、返信が実際にサー
ビングネットワークノード１１０からであること、及び第１の無線リンク１２１の修復を
サービングネットワークノード１１０が承認したこと、をワイヤレスデバイスは通知され
得る。また、第１の識別子が存在し且つサービングネットワークノード１１０を識別する
場合、これは、例えば非サービングネットワークノード群も無線リンク訂正レスポンスメ
ッセージを伴って返信することが可能とされている実施形態において、ワイヤレスデバイ
ス１１５が、サービングネットワークノード１１０から受信される無線リンク訂正レスポ
ンスメッセージを非サービングネットワークノードから受信されるそうしたメッセージと
区別することを可能とする。
【００９４】
　アクション３０６
　アクション３０４～３０５を通じてサービングネットワークノード１１０及びワイヤレ
スデバイス１１５の双方がＲＬＰに気付き及び第１の無線リンク１２１を修復することに
よりＲＬＰを訂正することに合意した場合、無線リンク修復手続に従って必要なアクショ
ンが実行される。この手続は、理解されるであろうように、第１の無線リンク１２１が修
復されて問題の無いワーキング無線リンクに再びなること、に最終的に帰着する。本アク
ションの無線リンク修復手続は、第１の無線リンクについて最適化手続を実行することに
対応してもよい。この手続は、その無線リンク１２１が最初にセットアップされたときに
使用された手続であってもよい。しかしながら、修復については、並びに／又はコンテキ
ストを利用し及び／若しくは維持することが可能な場合には、その手続は以前よりも迅速
であり得る。
【００９５】
　アクション３０４～３０５及び／又は無線リンク修復手続は直接的に実行されてもよく
、又は代替的に、ユーザデータを送信するために問題を解決せねばならなくなるまで、第
１の無線リンク１２１についてＲＬＰをそのままに、即ち問題のある無線リンクのままと
しておくことができる。そのケースでは、ワイヤレスデバイス１１５への／からのユーザ
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データの何らかの次回の送信が、無線リンク修復手続の開始点であり得る。無線リンク修
復手続が始まると、双方の側でロバストなアンテナ構成が使用され得るが、これは、無線
リンク修復手続の終了時に、即ち第１の無線リンク１２１が修復されたときに、ユーザデ
ータの送信のためのより一般的なアンテナ構成が使用されるように、最適化手続を通じて
変更されることができる。
【００９６】
　図４は、第３の組み合わせられたシグナリング図及びフローチャートを描いており、こ
れは、サービングネットワークノード１１０が第１の無線リンク１２１についてのＲＬＰ
を検出し及びそのＲＬＰを解決するために第１の非サービングネットワークノード１１１
ａへコンタクトする、という第３の例示的なシナリオにおける実施形態を説明するために
使用される。
【００９７】
　以下のアクションは、任意の好適な順序で行われ、及び／又は、時間的重複が可能であ
り、好適な場合には全体として又は部分的に時間的に重複して遂行されてもよい。
【００９８】
　アクション４０１ａ
　このアクションは上述のアクション２０１ａに相当するので、ここではさらなる説明を
行わない。
【００９９】
　アクション４０１ｂ
　このアクションは上述のアクション２０１ｂに相当するので、ここではさらなる説明を
行わない。
【０１００】
　アクション４０２
　何らかの時点において、サービングネットワークノード１１０は、ＲＬＰを、例えばＲ
ＬＰイベントの形で検出し得る。ＲＬＰ及びＲＬＰイベントは、ＲＬＰに関する上の説明
によるものであり得る。サービングネットワークノード１１０は、ＲＬＰが発生し及びサ
ービングネットワークノード１１０により検出可能である際に／その場合において、常に
、定期的に（例えば周期的に）、及び／又は所定の状況の最中にＲＬＰを検出する、よう
に構成されてよい。
【０１０１】
　アクション４０３
　第１の無線リンク１１５のＤＬ非アクティビティの時間ピリオドを測定するために、Ｒ
Ｌ非アクティビティタイマが使用されてもよい。ここで使用されるところによれば、無線
リンクの非アクティビティとは、ユーザデータの送信が無いことを含めて、無線リンク上
で活動が何も検出されないことを意味する。いくつかの実施形態では、このタイマはゼロ
秒に設定されてもよい。
【０１０２】
　アクション４０４
　ワイヤレスデバイス１１５は、ダウンリンクモニタリングを、即ち、ＲＬＰが識別され
たことを指し示す所定のメッセージ及び／又は識別子を求めてダウンリンク内のモニタリ
ングを開始し得る。ダウンリンクモニタリングは、アクション４０３に応じて、即ち、所
定時間の非アクティビティの後に始動してもよい。ＲＬＰ検出は、検出を行ったのがワイ
ヤレデバイス１１５でない場合、サービングネットワークノード１１０によりなされたも
のであると典型的に示唆される。モニタリングは、例えば連続的又は周期的であってよく
、また、例えば、検出されたＲＬＰについて通知するために割り当てられ及び／又は使用
されるチャネルといった、固有のチャネル上で実行されてもよい。そうしたチャネルは、
ダウンリンクＲＬＰ支援チャネルなどと称されてもよい。ワイヤレスデバイス１１５は、
概して、所定のタイプのメッセージ及び／又は識別子を求めてダウンリンクモニタリング
を実行し得る。
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【０１０３】
　アクション４０５
　サービングネットワークノード１１０は、アクション４０４の検出に応じて、第１の非
サービングネットワークノード１１１ａを含む１つ以上の非サービングネットワークノー
ドへ、無線リンク問題支援リクエストメッセージを送信し得る。無線リンク問題支援リク
エストメッセージは、第２の識別子を含み、及び、ワイヤレスデバイス１１５についての
問題の無い新たなワーキング無線リンクのセットアップへの参加を求め得る。本例では、
第１の非サービングネットワークノード１１１ａがその無線リンク問題検出メッセージを
受信するネットワークノードであると想定する。しかしながら、ワイヤレスデバイス１１
５のための新たなサービングネットワークノードになる可能性のある非サービングネット
ワークノード（例えば、サービングネットワークノード１１０に隣接するもの、及び／又
はワイヤレスデバイス１１５の所定の近傍にあるもの、及び／又はワイヤレスデバイス１
１５の既知の若しくはあり得る位置の所定の近傍にあるもの）のすべてへ、無線リンク問
題支援リクエストメッセージが送信されてもおい。無線リンク問題支援リクエストメッセ
ージは、アクション４０１ｂにおける第２の情報と同じ非サービングネットワークノード
へ送信されてもよい。
【０１０４】
　無線リンク問題支援リクエストメッセージは、先に説明したようなネットワークノード
間の通信のためのロバストなインタフェース上で（例えば、ネットワークノード通信イン
タフェース１１９ａ上で）有利に送信される。
【０１０５】
　アクション４０６
　サービングネットワークノード１１０は、アクション４０２における検出に応じて、ワ
イヤレスデバイス１１５へＲＬＰ修復リクエストメッセージをも送信してよい。このＲＬ
Ｐ修復リクエストメッセージは、第１の識別子を含み得る。これは、アクション４０５に
おいて無線リンク問題支援リクエストメッセージを送信する時と実質的に同じ時間に行わ
れてもよく、但し、修復リクエストメッセージは、別のインタフェース上でワイヤレスデ
バイスへ無線で送信される。別のオプションは、本アクションのメッセージを最初に送信
して、第１の無線リンク１２１をまず修復することが可能であるかどうかを確認し、もし
不可能な場合に、アクション４０５における問題支援リクエストメッセージを送信する、
というものである。しかしながら、これは遅延をもたらし、したがって、代わりに双方の
メッセージを同時に送信することが有益であるかもしれない。というのも、修復を行うか
それとも新たな無線リンクをセットアップするかについては後でも決断できるからである
。いずれのケースでも、図４の本シナリオについては、ＲＬＰ修復リクエストメッセージ
がワイヤレスデバイス１１５へ送信される場合、図中、太字の黒い×印により指し示され
るように、そのメッセージは依然としてワイヤレスデバイス１１５へ到達していないもの
と想定する。第１の無線リンク１１５に伴う問題が存在するため、このようなことが起こ
る可能性は多分にある。ＲＬＰ修復リクエストメッセージのさらなる説明、及びそれがワ
イヤレスデバイス１１５に到達するときのシナリオに関する情報については、下記（特に
、アクション５０５及び図５）を参照されたい。
【０１０６】
　アクション４０７
　アクション４０５において無線リンク問題支援リクエストメッセージを受信する非サー
ビングネットワークノード（例えば、第１の非サービングネットワークノード１１１ａ）
は、第２の識別子を通じてワイヤレスデバイス１１５を識別し、それにより、ワイヤレス
デバイスへの新たな無線リンクを確立することができそうかどうかを確かめるために少な
くともそのワイヤレスデバイスへのコンタクトを試行することができる。例えば、受信さ
れた無線リンク問題支援リクエストメッセージに応じて、例えば所定のメッセージ及び／
又は第３の識別子を含むＲＬＰ支援送信が、ワイヤレスデバイス１１５へ送信され得る。
これは、ワイヤレスデバイス１１５が存在し及びそれを受信することができるかどうかを
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送信側の非サービングノードが知ることなく、送信されてもよい。ワイヤレスデバイスが
本アクションの送信信号を受信したことを送信元の非サービングネットワークノードが知
り得る唯一の術は、送信元の非サービングネットワークノードが確認信号（confirmation
）を受信するかどうか、であり得る。例えば、下のアクション４０８を参照されたい。
【０１０７】
　図中、第３の識別子もまた簡易的な比較的小さなサイズの識別子であり得ること並びに
第１及び第２の識別子とは異なり得ることを指し示すために、第３の識別子はｔａｇ＿ｔ
と称されるタグとして例示されている。第３の識別子は、本アクションの特定の送信を及
び／又はそのメッセージを識別する識別子であり得る。いくつかの実施形態では、第３の
識別子は、それを送信する非サービングネットワークノードを識別し、他の実施形態では
、第３の識別子は、ワイヤレスデバイス１１５を識別する第２の識別子であってもよい（
例えば、ｔａｇ＿ｔはｔａｇ＿ｐであってもよい）。後者のケースにおいて、例えば第１
の非サービングネットワークノード１１１ａが第２の識別子について知ることができる唯
一の術がそれがサービングネットワークノード１１０から前もって第１の情報を受信して
いたかどうか（アクション４０１ｂを参照）となる場合に、ワイヤレスデバイス１１５は
、その受信により、例えば第１の非サービングネットワークノード１１１ａがサービング
ネットワークノード１１０とコンタクトしたに違いないことを暗黙的に通知され得る。
【０１０８】
　例えばアクション４０６におけるＲＬＰ修復リクエストメッセージと本アクションにお
けるＲＬＰ支援送信とが、例えば同じタイプ又は種類のメッセージに基づく、同じタイプ
のシグナリングである場合、ワイヤレスデバイス１１５は、異なる識別子が使用されてい
るならば、それを利用して、どちらがサービングネットワークノード１１０に由来しどち
らが第１の非サービングネットワークノード１１１ａに由来するのかを見出すことが可能
であり得る。
【０１０９】
　アクション４０８
　ワイヤレスデバイスがＲＬＰ支援送信を受信した場合（例えば、以下で想定されるよう
にワイヤレスデバイス１１５がアクション４０７においてＲＬＰ支援送信を受信した場合
）、ワイヤレスデバイス１１５は、応答として、ＲＬＰ支援確認信号を、例えばメッセー
ジの形で送信し得る。即ち、ワイヤレスデバイス１１５は、本アクションにおいて、ＲＬ
Ｐ支援確認信号を第１の非サービングネットワークノード１１１ａへ送信し得る。非サー
ビングネットワークノードがワイヤレスデバイスからＲＬＰ支援確認信号を受信する場合
、それは、その非サービングネットワークノードがそのワイヤレスデバイス１１５への新
たなワーキング無線リンクを確立することができ得る、という確認応答であると見なされ
てよい。
【０１１０】
　ＲＬＰ支援確認信号は、第２の識別子を含み、それにより、それを受信する非サービン
グネットワークノードは、その確認信号を送信したワイヤレスデバイスのアイデンティテ
ィについて通知され得る。換言すれば、第１の非サービングネットワークノード１１１ａ
は、ＲＬＰ支援確認を受信する場合、その確認信号を送信したのがワイヤレスデバイス１
１５であること及びそのため第１の非サービングネットワークノード１１１ａはワイヤレ
スデバイス１１５への新たなワーキング無線リンクを確立することができ得ることを、第
２の識別子によって通知され得る。
【０１１１】
　アクション４０９
　第１の非サービングネットワークノード１１１ａは、無線リンク情報リクエストメッセ
ージをサービングネットワークノード１１０へ送信してよく、サービングネットワークノ
ード１１０はそれを受信する。第１の非サービングネットワークノード１１１ａは、この
メッセージを、アクション４０８において受信されるＲＬＰ支援確認信号への応答として
送信し得る。このアクションの残りは上述のアクション２０５に相当するので、ここでは
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さらなる説明を行わない。
【０１１２】
　アクション４１０～４１２
　これらのアクションは上述のアクション２０６～２０８に相当するので、ここではさら
なる説明を行わない。
【０１１３】
　図５は、第４の組み合わせられたシグナリング図及びフローチャートを描いており、こ
れは、サービングネットワークノード１１０が第１の無線リンク１２１についてのＲＬＰ
を検出し及びそのＲＬＰを解決するためにワイヤレスデバイス１１５へコンタクトする、
という第４の例示的なシナリオにおける実施形態を説明するために使用される。
【０１１４】
　以下のアクションは、任意の好適な順序で行われ、及び／又は、時間的重複が可能であ
り、好適な場合には全体として又は部分的に時間的に重複して遂行されてもよい。
【０１１５】
　アクション５０１
　このアクションは上述のアクション２０１ａに相当するので、ここではさらなる説明を
行わない。
【０１１６】
　アクション５０２
　このアクションは上述のアクション４０２に相当するので、ここではさらなる説明を行
わない。
【０１１７】
　アクション５０３～５０４
　これらのアクションは上述のアクション４０３～４０４に相当するので、ここではさら
なる説明を行わない。
【０１１８】
　アクション５０５
　このアクションは上述のアクション４０６に相当するが、本例示的なシナリオでは、Ｒ
ＬＰ修復リクエストメッセージがワイヤレスデバイス１１５へ到達可能であると想定する
。このため、本アクションにおいて、サービングネットワークノード１１０は、アクショ
ン５０２におけるＲＬＰの検出に応じて、ＲＬＰ修復リクエストメッセージをワイヤレス
デバイス１１５へ送信し得る。ＲＬＰ修復リクエストメッセージは、第１の識別子を含ん
でよく、第１の無線リンク１２１を問題の無いワーキング無線リンクにするために当該リ
ンクの修復に参加することをワイヤレスデバイス１１５に求める。
【０１１９】
　アクション５０６
　本アクションは、ワイヤレスデバイス１１５がＲＬＰ修復リクエストメッセージに対し
ＲＬＰ修復レスポンスメッセージなどで応答することで始動してもよい。これにより、サ
ービングネットワークノード１１０は、検出されたＲＬＰについてワイヤレスデバイス１
１５への通知がなされたこと、並びに、サービングネットワークノード１１０とワイヤレ
スデバイス１１５とがアップリング及びダウンリンクで互いに通信できること、を知得す
ることができる。当該通信は、本アクションが完全に遂行されるために、即ち、無線リン
ク修復手続に従うアクションを実行することができるために、必要であり得る。この手続
は、理解されるであろうように、第１の無線リンク１２１が修復されて問題の無いワーキ
ング無線リンクに再びなることに最終的に帰着する。本アクションの残りは、適宜変更さ
れつつ、アクション３０６について上述したように実行され得るので、ここではさらに詳
細には説明されない。
【０１２０】
　なお、上記のいくつかのアクションは、代替的に、示したものとは別のネットワークノ
ードにより遂行されてもよい。例えば、構成に関するアクション２０１ａ及び／又は２０



(27) JP 6623302 B2 2019.12.18

10

20

30

40

50

１ｂは、サービングネットワークノード１１０により実行される必要はなく、原則的に任
意のネットワークノードによって、例えばその時点の又は以前のサービングネットワーク
ノードを介して管理ノード（図示せず）により、例えば他の構成アクションの一部として
、実行されてもよい。
【０１２１】
　上記において、ＲＬＰが検出されたが未だに解決されていないことがわかっている際の
ワイヤレスデバイス１１５への／からのシグナリングは、第１の無線リンク１２１に伴う
検出された問題に関わらずワイヤレスデバイス１１５及び／又は関与するネットワークノ
ード（典型的にはサービングネットワークノード１１０）へ到達するために特に適合され
る無線シグナリングを使用して遂行されてもよい。そうした固有のシグナリングは、例え
ば、上記アクション３０４～３０６及び５０５～５０６のうちの１つ以上におけるメッセ
ージ及び／又は送信に関わり得る。
【０１２２】
　その固有のシグナリングは、例えば、よりロバストなタイプのシグナリング及び／又は
他のアンテナの使用及び／又はより広いビームの使用及び／又はよりロバストなビーム及
び／又は他のよりロバストな構成により、達成され得る。よりロバストなビームとは、無
線リンクが作動している際に使用され得る旧来の狭いビームとに関連し、典型的には、よ
り低いデータレート、より低いアンテナ利得、及び／又はより広いビーム幅、を意味する
。いずれのケースでも、その固有のシグナリングは、情報が意図される受け手へ到達する
確率を引き上げ、例えばその後、ワーキング無線リンクを達成するために適切な対策を取
ることができるようにする。この特に適合されるシグナリングは、その固有のシグナリン
グを使用して送信されるものが意図される受け手へ到達する場合にはそれは第１の無線リ
ンク１２１を修復（例えば、訂正）するか又は新たなワーキング無線リンクをセットアッ
プすることができる妥当な確率があることを意味するように選択され及び／又は構成され
得る。
【０１２３】
　さらに、上記から理解されるように、図３及び図５は、サービングネットワークノード
１１０及びワイヤレスデバイス１１５が第１の無線リンク１２１を修復するシナリオであ
る。第１の無線リンク１２１に伴うＲＬＰのケースにおいてこれを達成するために、ＲＬ
Ｐが検出されるケースにおいてそれが解決されるまで、サービングネットワークノード１
１０とワイヤレスデバイス１１５との間の通信に関してフォールバック手続が存在し得る
。フォールバック手続は、例えば上で説明した固有のシグナリングのような、よりロバス
トな通信に基づいてもよい。例えば、第１の無線リンク１２１は、それが作動しておりＲ
ＬＰに関連付けられていないときは、通常は、例えば上記第１の代替的／追加的な無線カ
バレッジエリア１１７に該当するより狭いビームを使用して動作し及び／又はより狭いビ
ームに関連付けられ得る。これに対し、ＲＬＰが存在しそのためフォールバック手続が受
け継ぎ得る場合、サービングネットワークノード１１０とワイヤレスデバイスとの間の通
信は代わりに、例えば第１の無線カバレッジエリア１１２に該当するより広いビームを使
用して達成されてもよい。別の例として、通常の（例えば高ビットレートの）データトラ
フィックが高いアンテナ利得及び狭いビームを使用して発生するケースでは、典型的には
より低いデータレート、より低いアンテナ利得、及びより広いビーム幅の、他のよりロバ
ストなビームを使用する、予め構成されるフォールバック手続が定義されてもよい。
【０１２４】
　第１の識別子及び第２の識別子といった、ワイヤレスデバイス１１５又はネットワーク
ノード１１０、１１０ａ～ｂのうちのいずれか１つに関連付けられるものである上述の識
別子及びタグのうちの１つ以上は、いくつかの具体的且つさらなる例を挙げるだけでも、
以下のうちのいずれかに基づき又は相当し得る：
　例えばワイヤレスデバイス１１５又はネットワークノード１１０、１１０ａ～ｂのうち
のいずれか１つに関連付けられる、同期信号、
　ＣＲＮＴＩ（Cell　Radio　Network　Temporary　Identifier）、
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　ＣＲＮＴＩの小部分（sub-part）、
　ＣＲＮＴＩの拡張、
　グローバルで一意な識別子、
　例えばメッセージ内のビットフィールドとしてシグナリングされる、新たなタイプの識
別子、
　例えばユーザアイデンティティの、ハッシュコード、
　例えばサービングネットワークノード１１０に関するワイヤレスデバイス１１５の最新
のコンテキストの、ハッシュコード。
【０１２５】
　既に示したように、少なくともワイヤレスデバイス１１５及び／又はサービングネット
ワークノード１１０の周囲のネットワークノードにとって、（例えば、予め決定され及び
／又は予め定義され得る所定のローカルエリア内で、）識別子は好ましくは局所的に一意
であるべきである。
【０１２６】
　さらに、識別子は、特に上述のように承認のために使用される第１の識別子は、暗号化
され及び／又は秘匿されてもよく、他方、例えばワイヤレスデバイスを識別する第２の識
別子は、オープンであり及び／又は公開されてもよい。
【０１２７】
　ここで説明した実施形態は、背景技術において述べたような、例えば５Ｇワイヤレス通
信ネットワークについて説明したようなワイヤレス通信ネットワークに具体的に関心を有
し得る。しかしながら、ここでの実施形態は、当然ながら、ＵＭＴＳ及びＬＴＥといった
より旧来型の通信ネットワーク及びシステムの、さらなる発展にも適用可能であり得る。
【０１２８】
　上に既に示したように、旧来の方法と比較して、ここでの実施形態は、無線リンクのよ
り高度なロバスト性、及びＲＬＰに関するより迅速な回復の仕組みを可能とする。ＲＬＰ
、及び例えばそれに関連する問題、例えば狭いビームにおいてサービスされているワイヤ
レスデバイスを“喪失する（loosing）”といった問題は、ここでの実施形態のおかげで
、より速くより効率的に扱われ及び解消されることができる。さらに、ここでの実施形態
は、他のケースにおけるよりもより積極的なビーム形成の使用を容易にする。というのも
、ＲＬＰがより良好に対処されることが可能とされるからである。より積極的なビーム形
成は、例えば、より狭いビームの使用を伴い、これは、より少ない干渉、より高い効率、
より低いエネルギー消費、等に帰着し得る。
【０１２９】
　図６は、ワイヤレス通信ネットワーク（例えば、ワイヤレス通信ネットワーク１００）
により実行される、ワイヤレス通信ネットワーク１００に含まれるワイヤレスデバイス（
例えば、ワイヤレスデバイス１１５）とサービングネットワークノード（例えば、サービ
ングネットワークノード１１０）との間の第１の無線リンク（例えば、第１の無線リンク
１２１）に伴う問題を管理するための方法、の実施形態を概略的に示すフローチャートで
ある。ワイヤレス通信ネットワーク１００が上記方法を実行する場合、上記方法を実行し
ているのは実際には当該ネットワークの１つ以上のネットワークノードであること、即ち
、上記方法は分散されたノードにより実行されてもよいこと、が理解される。例えば、い
くつかの実施形態では、上記方法は、サービングネットワークノード１１０により若しく
はサービングネットワークノード１１０を介して実行され、又は、上記１つ以上のネット
ワークノードは、サービングネットワークノード１１０を少なくとも含む。いくつかの実
施形態では、上記方法は、少なくとも下記のアクション６０１～６０２のうちの一方又は
双方は、管理用ノード１３０により、例えば無線ネットワークノード及び／又は基地局と
いった１つ以上のさらなるネットワークノード（例えば、サービングネットワークノード
１１０）を介して、実行される。
【０１３０】
　方法は以下のアクションを含み、それらアクションは、任意の好適な順序で行われ、及
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び／又は、時間的重複が可能であり、好適な場合には全体として又は部分的に時間的に重
複して遂行されてもよい。
【０１３１】
　アクション６０１
　ワイヤレス通信ネットワーク１００は、ワイヤレスデバイス１１５へ第１の情報を送信
する。第１の情報は、第１の識別子（例えば、ｔａｇ＿ｓ）を含み、及び、第１の識別子
が候補ネットワークノード（例えば、サービングネットワークノード１１０及び非サービ
ングネットワークノード１１１ａ～ｂのうちのいずれか１つ）から受信された場合にはそ
れはワイヤレスデバイス１１５と上記候補ノードとの間で問題の無いワーキング無線リン
クをセットアップすることをサービングネットワークノード１１０が承認したことを意味
すること、をワイヤレスデバイス１１５へ通知する。ワーキング無線リンクは、例えば、
第１の無線リンク１２１の修復バージョンであるか、又は、第２及び第３の無線リンク１
２２ａ～ｂのうちのいずれか１つであり得る。
【０１３２】
　第１の情報は、第１の識別子が上記候補ネットワークノードから受信された場合にはそ
れは第１の無線リンク１２１のコンテキストが依然として有効でありよって上記ワーキン
グ無線リンクのために使用を継続できることを意味すること、をさらにワイヤレスデバイ
ス１１５へ通知し得る。
【０１３３】
　そのうえ、第１の情報は、他の第２の識別子（例えば、ｔａｇ＿ｐ）をさらに含み、及
び、第１の無線リンク１２１に伴う問題が検出されたことに応じて１つ以上の候補ネット
ワークノード（例えば、サービングネットワークノード１１０及び非サービングネットワ
ークノード１１１ａ～ｂのうちのいずれか１つ以上）による受信のために第２の識別子を
含むメッセージを送信することをワイヤレスデバイス１１５へ指示してもよい。上記メッ
セージは、ワイヤレスデバイス１１５についての問題の無いワーキング無線リンク（例え
ば、第１の無線リンク１２１の修復バージョン又は第２及び第３の無線リンク１２２ａ～
ｂのいずれか１つ）のセットアップへの参加に関連する。上記１つ以上の候補ネットワー
クノードは、上記ワーキング無線リンクに関与するための候補であるネットワークノード
である。
【０１３４】
　このアクションは、全体として又は部分的に上述のアクション２０１ａ、３０１、４０
１ａ、５０１のうちの１つ以上に相当し得る。
【０１３５】
　アクション６０２
　ワイヤレス通信ネットワーク１００は、ワイヤレス通信ネットワーク１００に含まれる
１つ以上の非サービングネットワークノード（例えば、非サービングネットワークノード
１１１ａ～ｂの一方又は双方）へ、第２の情報を送信し得る。第２の情報は、第２の識別
子を含み、及び、第１の無線リンク１２１に伴う問題が検出されるケースではワイヤレス
デバイス１１５についての問題の無い新たなワーキング無線リンクのセットアップへの参
加を求めるリクエストに関連付けて第２の識別子が受信され得ること、を上記１つ以上の
非サービングノードへ通知する。
【０１３６】
　このアクションは、全体として又は部分的に上述のアクション２０１ｂ、４０１ｂのう
ちの１つ以上に相当し得る。
【０１３７】
　アクション６０３
　ワイヤレス通信ネットワーク１００は、第１の無線リンク１２１に伴う問題をワイヤレ
スデバイス１１５が検出したことに応じて、ワイヤレスデバイス１１５から、第２の識別
子を含む無線リンク訂正リクエストメッセージを受信し得る。無線リンク訂正リクエスト
メッセージは、第１の無線リンク１２１を問題の無いワーキング無線リンク１２１にする
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ために当該リンクの修復に参加することをサービングネットワークノード１１０に求める
。
【０１３８】
　このアクションは、全体として又は部分的に上述のアクション３０４に相当し得る。
【０１３９】
　アクション６０４
　ワイヤレス通信ネットワーク１００は、受信した無線リンク訂正リクエストメッセージ
に応じて、無線リンク訂正レスポンスメッセージをワイヤレスデバイス１１５へ送信し得
る。無線リンク訂正レスポンスメッセージは、第１の識別子を含む。
【０１４０】
　このアクションは、全体として又は部分的に上述のアクション３０５に相当し得る。
【０１４１】
　アクション６０３における無線リンク訂正リクエストメッセージ及び／又は本アクショ
ンにおける無線リンク訂正レスポンスメッセージは、第１の無線リンク１２１に伴う検出
された問題に関わらずサービングネットワークノード１１０及び／又はワイヤレスデバイ
ス１１５へ到達するために特に適合される無線シグナリングを使用して送信されてもよい
。
【０１４２】
　アクション６０５
　ワイヤレス通信ネットワーク１００は、第１の無線リンク１２１に伴う問題を検出し得
る。
【０１４３】
　このアクションは、全体として又は部分的に上述のアクション５０２に相当し得る。
【０１４４】
　アクション６０６
　ワイヤレス通信ネットワーク１００は、検出に応じて、ワイヤレスデバイス１１５へ、
第１の識別子を含む無線リンク修復リクエストメッセージを送信し得る。無線リンク修復
リクエストメッセージは、第１の無線リンク１２１を問題の無いワーキング無線リンク１
２１にするために当該リンクの修復に参加することをワイヤレスデバイス１１５に求める
。
【０１４５】
　無線リンク修復リクエストメッセージは、第１の無線リンク１２１に伴う検出された問
題に関わらずワイヤレスデバイス１１５へ到達するために特に適合される無線シグナリン
グを使用して送信されてもよい。
【０１４６】
　このアクションは、全体として又は部分的に上述のアクション５０５に相当し得る。
【０１４７】
　アクション６０７
　ワイヤレス通信ネットワーク１００は、検出に応じて、１つ以上の非サービングネット
ワークノード（例えば、第１及び第２の非サービングネットワークノード１１１ａ～ｂ）
へ、無線リンク問題支援リクエストメッセージを送信し得る。無線リンク問題支援リクエ
ストメッセージは、第２の識別子を含み、及び、ワイヤレスデバイス１１５についての問
題の無い上記新たなワーキング無線リンクのセットアップへの参加を求める。
【０１４８】
　このアクションは、全体として又は部分的に上述のアクション４０５に相当し得る。
【０１４９】
　アクション６０８
　ワイヤレス通信ネットワーク１００は、上記１つ以上の非サービングネットワークノー
ドのうちの非サービングネットワークノード（例えば、第１の非サービングネットワーク
ノード１１１ａ）から、無線リンク情報リクエストメッセージを受信し得る。無線リンク
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情報リクエストメッセージは、第１の無線リンク１２１のコンテキストについての情報を
求める。そのコンテキストは、上記非サービング無線ネットワークノードとワイヤレスデ
バイス１１５との間の新たなワーキング無線リンク（例えば、第２及び第３の無線リンク
１２２ａ～ｂのいずれか１つ）のために継続して使用されることができる。
【０１５０】
　このアクションは、全体として又は部分的に上述のアクション２０５、４０９のうちの
１つ以上に相当し得る。
【０１５１】
　アクション６０９
　ワイヤレス通信ネットワーク１００は、受信した無線リンク情報リクエストメッセージ
に応じて、上記第１の識別子及び上記コンテキストについての情報を含む無線リンク情報
レスポンスメッセージを、上記非サービングネットワークノード１１１ａへ送信し得る。
【０１５２】
　このアクションは、全体として又は部分的に上述のアクション２０６、４１０のうちの
１つ以上に相当し得る。
【０１５３】
　図７は、ワイヤレスデバイス１１５とサービングネットワークノード１１０との間の第
１の無線リンク１２１に伴う問題を管理するための、ネットワークノード（例えば、サー
ビングネットワークノード１１０又は管理用ネットワークノード１３０）の実施形態を示
すための概略ブロック図である。この図は、特に、図６に関連して上に説明した方法及び
アクションを実行するためにネットワークノードがどのように構成され得るかを示すため
のものである。以下において、サービングネットワークノードがネットワークノードを例
示するために使用されるが、他のネットワークノード（例えば、管理用ネットワークノー
ド１３０）もまた、上記方法を、少なくとも上のアクション６０１～６０２に対応するア
クションを実行するように構成されてもよい。
【０１５４】
　サービングネットワークノード１１０は、上記方法及び／又はアクションを実行するた
めの、手段、例えば１つ以上のプロセッサを含む１つ以上のハードウェアモジュール、及
び／又は１つ以上のソフトウェアモジュール、といった、処理モジュール７０１を含み得
る。
【０１５５】
　サービングネットワークノード１１０は、コンピュータプログラム７０３を含み得る（
例えば格納又は記憶し得る）メモリ７０２、をさらに含み得る。コンピュータプログラム
は、サービングネットワークノード１１０が上記方法及び／又はアクションを実行するよ
うに、サービングネットワークノード１１０により直接的に又は間接的に実行可能な‘命
令’又は‘コード’を含む。メモリ７０２は、１つ以上のメモリユニットを含んでよく、
また、ここでの実施形態の機能及びアクションを実行することに関与し又はそれらを実行
するための構成及び／又はアプリケーションといったデータを記憶するようにさらに構成
され得る。
【０１５６】
　そのうえ、サービングネットワークノード１１０は、例示的なハードウェアモジュール
としての処理回路７０４を含み、及び１つ以上のプロセッサを含み又はそれ（ら）に相当
し得る。いくつかの実施形態では、処理モジュール７０１が処理回路７０４を含んでもよ
く、例えば処理回路７０４‘の形で具現化され’、又は処理回路７０４‘により実現’さ
れる。これらの実施形態では、メモリ７０２は処理回路７０４により実行可能なコンピュ
ータプログラム７０３を含んでよく、それによりサービングネットワークノード１１０は
、上記方法及び／又はアクションを実行するように、動作可能であり又は構成される。
【０１５７】
　典型的には、サービングネットワークノード１１０（例えば、処理モジュール７０１）
は、Ｉ／Ｏ（Input/Output）モジュール７０５を含み、これは、他の外部ノード若しくは
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デバイスへ情報を送信し及び／又はそれらから情報を受信するといった、他のユニット及
び／若しくはノードへの並びに／又はそれらからのあらゆる通信を例えば実行することに
より、それらの通信に関与する、ように構成される。Ｉ／Ｏモジュール７０５は、適用可
能な場合、取得用（例えば、受信）モジュール及び／又は提供用（例えば、送信）モジュ
ールとして例示されてもよい。
【０１５８】
　さらなる実施形態では、サービングネットワークノード１１０（例えば、処理モジュー
ル７０１）は、例示的なハードウェア及び／又はソフトウェアモジュールとして、送信モ
ジュール７０６、受信モジュール７０７、及び検出モジュール７０８のうちの１つ以上を
含み得る。いくつかの実施形態では、送信モジュール７０６、受信モジュール７０７、及
び／又は検出モジュール７０８は、全体として又は部分的に処理回路７０４により実装さ
れてもよい。
【０１５９】
　したがって、上述した様々な実施形態によれば、サービングネットワークノード１１０
、及び／又は処理モジュール７０１及び／又は処理回路７０４及び／又は送信モジュール
７０６及び／又はＩ／Ｏモジュール７０５は、ワイヤレスデバイス１１５へ上記第１の情
報を送信するように、動作可能であり又は構成される。
【０１６０】
　そのうえ、サービングネットワークノード１１０、及び／又は処理モジュール７０１及
び／又は処理回路７０４及び／又は送信モジュール７０６及び／又はＩ／Ｏモジュール７
０５は、ワイヤレス通信ネットワーク１００に含まれる上記１つ以上の非サービングネッ
トワークノード（例えば、第１及び第２の非サービングネットワークノード１１１ａ～ｂ
）へ上記第２の情報を送信するように、動作可能であり又は構成されてもよい。
【０１６１】
　さらに、サービングネットワークノード１１０、及び／又は処理モジュール７０１及び
／又は処理回路７０４及び／又は受信モジュール７０７及び／又はＩ／Ｏモジュール７０
５は、第１の無線リンク１２１に伴う問題をワイヤレスデバイス１１５が検出したことに
応じて、ワイヤレスデバイス１１５から、第２の識別子を含む上記無線リンク訂正リクエ
ストメッセージを受信するように、動作可能であり又は構成されてもよい。サービングネ
ットワークノード１１０、及び／又は処理モジュール７０１及び／又は処理回路７０４及
び／又は受信モジュール７０７及び／又はＩ／Ｏモジュール７０５は、第１の無線リンク
１２１に伴う検出された問題に関わらずサービングネットワークノード１１０へ到達する
ために特に適合される無線シグナリングを使用して無線リンク訂正リクエストメッセージ
が送信された場合にそのメッセージを受信するように、さらに動作可能であり又は構成さ
れてもよい。
【０１６２】
　サービングネットワークノード１１０、及び／又は処理モジュール７０１及び／又は処
理回路７０４及び／又は送信モジュール７０６及び／又はＩ／Ｏモジュール７０５は、受
信した無線リンク訂正リクエストメッセージに応じて、ワイヤレスデバイス１１５へ上記
無線リンク訂正レスポンスメッセージを送信するように、さらに動作可能であり又は構成
されてもよい。サービングネットワークノード１１０、及び／又は処理モジュール７０１
及び／又は処理回路７０４及び／又は送信モジュール７０６及び／又はＩ／Ｏモジュール
７０５は、第１の無線リンク１２１に伴う検出された問題に関わらずワイヤレスデバイス
１１５へ到達するために特に適合される無線シグナリングを使用して無線リンク訂正レス
ポンスメッセージを送信するように、動作可能であり又は構成されてもよい。
【０１６３】
　さらに、サービングネットワークノード１１０、及び／又は処理モジュール７０１及び
／又は処理回路７０４及び／又は検出モジュール７０８は、第１の無線リンク１２１に伴
う問題を検出するように、動作可能であり又は構成されてもよい。サービングネットワー
クノード１１０、及び／又は処理モジュール７０１及び／又は処理回路７０４及び／又は
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送信モジュール７０６及び／又はＩ／Ｏモジュール７０５は、その検出に応じて、ワイヤ
レスデバイス１１５へ、第１の識別子を含む上記無線リンク修復リクエストメッセージを
送信するように、さらに動作可能であり又は構成されてもよい。そのうえ、サービングネ
ットワークノード１１０、及び／又は処理モジュール７０１及び／又は処理回路７０４及
び／又は送信モジュール７０６及び／又はＩ／Ｏモジュール７０５は、第１の無線リンク
１２１に伴う検出された問題に関わらずワイヤレスデバイス１１５へ到達するために特に
適合される無線シグナリングを使用して無線リンク修復リクエストメッセージを送信する
ように、さらに動作可能であり又は構成されてもよい。
【０１６４】
　追加的に、サービングネットワークノード１１０、及び／又は処理モジュール７０１及
び／又は処理回路７０４及び／又は送信モジュール７０６及び／又はＩ／Ｏモジュール７
０５は、検出に応じて、上記１つ以上の非サービングネットワークノード（例えば、第１
及び第２の非サービングネットワークノード１１１ａ～ｂのうちの１つ以上）へ、第２の
識別子を含む上記無線リンク問題支援リクエストメッセージを送信するように、動作可能
であり又は構成されてもよい。
【０１６５】
　そのうえ、サービングネットワークノード１１０、及び／又は処理モジュール７０１及
び／又は処理回路７０４及び／又は受信モジュール７０７及び／又はＩ／Ｏモジュール７
０５は、上記１つ以上の非サービングネットワークノードのうちの上記非サービングネッ
トワークノード（例えば、第１の非サービングネットワークノード１１１ａ）から、上記
無線リンク情報リクエストメッセージを受信するように、動作可能であり又は構成されて
もよい。サービングネットワークノード１１０、及び／又は処理モジュール７０１及び／
又は処理回路７０４及び／又は送信モジュール７０６及び／又はＩ／Ｏモジュール７０５
は、受信した無線リンク情報リクエストメッセージに応じて、上記非サービングネットワ
ークノードへ、上記第１の識別子を含む上記無線リンク情報レスポンスメッセージを送信
するように、さらに動作可能であり又は構成されてもよい。
【０１６６】
　図８は、ワイヤレス通信ネットワーク１００に含まれるワイヤレスデバイス（例えば、
ワイヤレスデバイス１１５）とサービングネットワークノード（例えば、サービングネッ
トワークノード１１０）との間の第１の無線リンク（例えば、第１の無線リンク１２１）
に伴う問題を管理するための、ワイヤレスデバイス１１５により実行される方法の実施形
態を概略的に示すフローチャートである。
【０１６７】
　方法は以下のアクションを含み、それらアクションは、任意の好適な順序で行われ、及
び／又は、時間的重複が可能であり、好適な場合には全体として又は部分的に時間的に重
複して遂行されてもよい。
【０１６８】
　アクション８０１
　ワイヤレスデバイス１１５は、ワイヤレス通信ネットワーク１００から、第１の情報を
受信する。第１の情報は、第１の識別子（例えば、ｔａｇ＿ｓ）を含み、及び、その第１
の識別子が候補ネットワークノード（例えば、サービングネットワークノード１１０並び
に第１及び第２の非サービングネットワークノード１１１ａ～ｂのうちのいずれか１つ）
から受信された場合にはそれはワイヤレスデバイス１１５と上記候補ノードとの間で問題
の無いワーキング無線リンクをセットアップすることをサービングネットワークノード１
１０が承認したことを意味すること、をワイヤレスデバイス１１５へ通知する。ワーキン
グ無線リンクは、例えば、第１の無線リンク１２１の修復バージョンであるか、又は、第
２及び第３の無線リンク１２２ａ～ｂのうちのいずれか１つであり得る。
【０１６９】
　第１の情報は、第１の識別子が上記候補ネットワークノードから受信された場合にはそ
れは第１の無線リンク１２１のコンテキストが依然として有効でありよって上記ワーキン
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グ無線リンクのために使用を継続できることを意味すること、をさらにワイヤレスデバイ
ス１１５へ通知してもよい。
【０１７０】
　そのうえ、第１の情報は、他の第２の識別子（例えば、ｔａｇ＿ｐ）をさらに含み、及
び、第１の無線リンク１２１に伴う問題が検出されたことに応じて１つ以上の候補ネット
ワークノード（例えば、サービングネットワークノード１１０並びに第１及び第２の非サ
ービングネットワークノード１１１ａ～ｂのうちの１つ以上）による受信のために第２の
識別子を含むメッセージを送信することをワイヤレスデバイス１１５へ指示し得る。上記
メッセージは、ワイヤレスデバイス１１５についての問題の無いワーキング無線リンク（
例えば、第１の無線リンク１２１の修復バージョン、又は第２及び第３の無線リンク１２
２ａ～ｂのうちのいずれか１つ）のセットアップへの参加に関連する。上記１つ以上の候
補ノードは、上記ワーキング無線リンクに関与するための候補であるネットワークノード
である。
【０１７１】
　このアクションは、全体として又は部分的に上述のアクション２０１ａ、３０１、４０
１ａ、５０１のうちの１つ以上に相当し得る。
【０１７２】
　アクション８０２
　ワイヤレスデバイス１１５は、第１の無線リンク１２１に伴う問題を検出し得る。この
アクションは、全体として又は部分的に上述のアクション３０２に相当し得る。
【０１７３】
　アクション８０３
　ワイヤレスデバイス１１５は、その検出に応じて、サービングネットワークノード１１
０へ、第２の識別子を含む無線リンク訂正リクエストメッセージを送信し得る。無線リン
ク訂正リクエストメッセージは、第１の無線リンク１２１を問題の無いワーキング無線リ
ンクにするために当該リンクの修復に参加することをサービングネットワークノード１１
０に求める。
【０１７４】
　このアクションは、全体として又は部分的に上述のアクション３０４に相当し得る。
【０１７５】
　アクション８０４
　ワイヤレスデバイス１１５は、送信した無線リンク訂正リクエストメッセージに応じて
、サービングネットワークノード１１０から、無線リンク訂正レスポンスメッセージを受
信し得る。当該無線リンク訂正レスポンスメッセージは、第１の識別子を含む。
【０１７６】
　このアクションは、全体として又は部分的に上述のアクション３０５に相当し得る。
【０１７７】
　アクション８０３における無線リンク訂正リクエストメッセージ及び／又は本アクショ
ンにおける無線リンク訂正レスポンスメッセージは、第１の無線リンク１２１に伴う検出
された問題に関わらずサービングネットワークノード１１０及び／又はワイヤレスデバイ
ス１１５へ到達するために特に適合される無線シグナリングを使用して送信されてもよい
。
【０１７８】
　アクション８０５
　ワイヤレスデバイス１１５は、第１の無線リンク１２１に伴う問題をワイヤレスデバイ
ス１１５が検出したことに応じて、ワイヤレス通信ネットワーク１００に含まれる１つ以
上の非サービングネットワークノード（例えば、第１及び第２のネットワークノード１１
１ａ～ｂのうちの１つ以上）へ、無線リンク問題検出メッセージを送信し得る。無線リン
ク問題検出メッセージは、第２の識別子を含み、及び、ワイヤレスデバイス１１５につい
ての問題の無い新たなワーキング無線リンクのセットアップに参加することを上記１つ以
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上の非サービングネットワークノードに求める。
【０１７９】
　このアクションは、全体として又は部分的に上述のアクション２０４に相当し得る。
【０１８０】
　アクション８０６
　ワイヤレスデバイス１１５は、１つ以上の非サービングネットワークノード（例えば、
第１及び第２の非サービングネットワークノード１１１ａ～ｂのうちの１つ以上）から、
無線リンク再確立リクエストメッセージを受信し得る。当該無線リンク再確立リクエスト
メッセージは、第１の識別子を含む。このアクションは、全体として又は部分的に上述の
アクション２０７、４１１のうちの１つ以上に相当し得る。
【０１８１】
　アクション８０７
　ワイヤレスデバイス１１５は、第１の無線リンク１２１に伴う問題のサービング無線ネ
ットワークノード１１０による検出に応じて、サービングネットワークノード１１０から
、無線リンク修復リクエストメッセージを受信し得る。無線リンク修復リクエストメッセ
ージは、第１の識別子を含み、及び、第１の無線リンク１２１を問題の無いワーキング無
線リンク１２１にするために当該リンクの修復に参加することをワイヤレスデバイス１１
５に求める。
【０１８２】
　このアクションは、全体として又は部分的に上述のアクション５０５に相当し得る。
【０１８３】
　図９は、ワイヤレス通信ネットワーク１００に含まれるワイヤレスデバイス１１５とサ
ービングネットワークノード１１０との間の第１の無線リンク１２１に伴う問題を管理す
るための、ワイヤレスデバイス１１５の実施形態を示すための概略ブロック図である。こ
の図は、特に、図８に関連して上に説明した方法及びアクションを実行するためにワイヤ
レスデバイス１１５がどのように構成され得るかを示すためのものである。
【０１８４】
　ワイヤレスデバイス１１５は、上記方法及び／又はアクションを実行するための、手段
、例えば１つ以上のプロセッサを含む１つ以上のハードウェアモジュール、及び／又は１
つ以上のソフトウェアモジュール、といった、処理モジュール９０１を含み得る。
【０１８５】
　ワイヤレスデバイス１１５は、コンピュータプログラム９０３を含み得る（例えば格納
又は記憶し得る）メモリ９０２、をさらに含み得る。コンピュータプログラムは、ワイヤ
レスデバイス１１５が上記方法及び／又はアクションを実行するように、ワイヤレスデバ
イス１１５により直接的に又は間接的に実行可能な‘命令’又は‘コード’を含む。メモ
リ９０２は、１つ以上のメモリユニットを含んでよく、また、ここでの実施形態の機能及
びアクションを実行することに関与し又はそれらを実行するための構成及び／又はアプリ
ケーションといったデータを記憶するようにさらに構成され得る。
【０１８６】
　そのうえ、ワイヤレスデバイス１１５は、例示的なハードウェアモジュールとしての処
理回路９０４を含み、及び１つ以上のプロセッサを含み又はそれ（ら）に相当し得る。い
くつかの実施形態では、処理モジュール９０１が処理回路９０４を含んでもよく、例えば
処理回路９０４‘の形で具現化され’、又は処理回路９０４‘により実現’される。これ
らの実施形態では、メモリ９０２は処理回路９０４により実行可能なコンピュータプログ
ラム９０３を含んでよく、それによりワイヤレスデバイス１１５は、上記方法及び／又は
アクションを実行するように、動作可能であり又は構成される。
【０１８７】
　典型的には、ワイヤレスデバイス１１５（例えば、処理モジュール９０１）は、Ｉ／Ｏ
（Input/Output）モジュール９０５を含み、これは、他の外部ノード若しくはデバイスへ
情報を送信し及び／又はそれらから情報を受信するといった、他のユニット及び／若しく
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はノードへの並びに／又はそれらからのあらゆる通信を例えば実行することにより、それ
らの通信に関与する、ように構成される。Ｉ／Ｏモジュール９０５は、適用可能な場合、
取得用（例えば、受信）モジュール及び／又は提供用（例えば、送信）モジュールとして
例示されてもよい。
【０１８８】
　さらなる実施形態では、ワイヤレスデバイス１１５（例えば、処理モジュール９０１）
は、例示的なハードウェア及び／又はソフトウェアモジュールとして、受信モジュール９
０６、送信モジュール９０７、及び検出モジュール９０８のうちの１つ以上を含み得る。
いくつかの実施形態では、受信モジュール９０６、送信モジュール９０７、及び／又は検
出モジュール９０８は、全体として又は部分的に処理回路９０４により実装されてもよい
。
【０１８９】
　したがって、上述した様々な実施形態によれば、ワイヤレスデバイス１１５、及び／又
は処理モジュール９０１及び／又は処理回路９０４及び／又は受信モジュール９０６及び
／又はＩ／Ｏモジュール９０５は、ワイヤレス通信ネットワーク１００から、上記第１の
情報を受信するように、動作可能であり又は構成される。
【０１９０】
　さらに、ワイヤレスデバイス１１５、及び／又は処理モジュール９０１及び／又は処理
回路９０４及び／又は検出モジュール９０８は、第１の無線リンク１２１に伴う問題を検
出するように、動作可能であり又は構成されてもよい。
【０１９１】
　ワイヤレスデバイス１１５、及び／又は処理モジュール９０１及び／又は処理回路９０
４及び／又は送信モジュール９０７及び／又はＩ／Ｏモジュール９０５は、その検出に応
じて、サービングネットワークノード１１０へ上記無線リンク訂正リクエストメッセージ
を送信するように、動作可能であり又は構成されてもよい。ワイヤレスデバイス１１５、
及び／又は処理モジュール９０１及び／又は処理回路９０４及び／又は送信モジュール９
０７及び／又はＩ／Ｏモジュール９０５は、第１の無線リンク１２１に伴う検出された問
題に関わらずサービングネットワークノード１１０へ到達するために特に適合される無線
シグナリングを使用して無線リンク訂正リクエストメッセージを送信するように、さらに
動作可能であり又は構成されてもよい。
【０１９２】
　ワイヤレスデバイス１１５、及び／又は処理モジュール９０１及び／又は処理回路９０
４及び／又は受信モジュール９０６及び／又はＩ／Ｏモジュール９０５は、送信した無線
リンク訂正リクエストメッセージに応じて、サービングネットワークノード１１０から上
記無線リンク訂正レスポンスメッセージを受信するように、さらに動作可能であり又は構
成されてもよい。そのうえ、ワイヤレスデバイス１１５、及び／又は処理モジュール９０
１及び／又は処理回路９０４及び／又は受信モジュール９０６及び／又はＩ／Ｏモジュー
ル９０５は、第１の無線リンク１２１に伴う検出された問題に関わらずワイヤレスデバイ
ス１１５へ到達するために特に適合される無線シグナリングを使用して無線リンク訂正レ
スポンスメッセージが送信された場合に当該メッセージを受信するように、さらに動作可
能であり又は構成されてもよい。
【０１９３】
　さらに、ワイヤレスデバイス１１５、及び／又は処理モジュール９０１及び／又は処理
回路９０４及び／又は送信モジュール９０７及び／又はＩ／Ｏモジュール９０５は、第１
の無線リンク１２１に伴う問題をワイヤレスデバイス１１５が検出したことに応じて、ワ
イヤレス通信ネットワーク１００に含まれる上記１つ以上の非サービングネットワークノ
ードへ、上記無線リンク問題検出メッセージを送信するように、動作可能であり又は構成
されてもよい。
【０１９４】
　ワイヤレスデバイス１１５、及び／又は処理モジュール９０１及び／又は処理回路９０
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４及び／又は受信モジュール９０６及び／又はＩ／Ｏモジュール９０５は、上記１つ以上
の非サービングネットワークノードから上記無線リンク再確立リクエストメッセージを受
信するように、さらに動作可能であり又は構成されてもよい。追加的に、ワイヤレスデバ
イス１１５、及び／又は処理モジュール９０１及び／又は処理回路９０４及び／又は受信
モジュール９０６及び／又はＩ／Ｏモジュール９０５は、第１の無線リンク１２１に伴う
問題のサービング無線ネットワークノード１１０による検出に応じて、サービングネット
ワークノード１１０から上記無線リンク修復リクエストメッセージを受信するように、さ
らに動作可能であり又は構成されてもよい。ワイヤレスデバイス１１５、及び／又は処理
モジュール９０１及び／又は処理回路９０４及び／又は受信モジュール９０６及び／又は
Ｉ／Ｏモジュール９０５は、第１の無線リンク１２１に伴う検出された問題に関わらずワ
イヤレスデバイス１１５へ到達するために特に適合される無線シグナリングを使用して無
線リンク修復リクエストメッセージが送信された場合に当該メッセージを受信するように
、追加的に動作可能であり又は構成されてもよい。
【０１９５】
　図１０は、ワイヤレスデバイス１１５とサービングネットワークノード（例えば、サー
ビングネットワークノード１１０）との間の第１の無線リンク（例えば、第１の無線リン
ク１２１）に伴う問題を管理するための、非サービングネットワークノード（例えば、第
１の非サービングネットワークノード１１１ａ）により実行される方法の実施形態を概略
的に示すフローチャートである。サービングネットワークノード及び非サービングネット
ワークノードは、ワイヤレス通信ネットワーク１００に含まれる。
【０１９６】
　方法は以下のアクションを含み、それらアクションは、任意の好適な順序で行われ、及
び／又は、時間的重複が可能であり、好適な場合には全体として又は部分的に時間的に重
複して遂行されてもよい。
【０１９７】
　アクション１００１
　第１の非サービングネットワークノード１１１ａは、サービングネットワークノード１
１０から第２の情報を受信する。第２の情報は、第２の識別子（例えば、ｔａｇ＿ｐ）を
含み、及び、第１の無線リンク１２１に伴う問題が検出されるケースにおいて、ワイヤレ
スデバイス１１５についての問題の無い新たなワーキング無線リンク（例えば、第２の無
線リンク１２２ａ）のセットアップへの参加を求めるリクエストに関連付けて第２の識別
子が受信され得ること、を第１の非サービングノード１１１ａへ通知する。
【０１９８】
　このアクションは、全体として又は部分的に上述のアクション２０１ｂ、４０１ｂのう
ちの１つ以上に相当し得る。
【０１９９】
　アクション１００２
　第１の非サービングネットワークノード１１１ａは、第１の無線リンク１２１に伴う問
題をサービングネットワークノード１１０が検出したことに応じて、サービングネットワ
ークノード１１０から、無線リンク問題支援リクエストメッセージを受信してもよい。無
線リンク問題支援リクエストメッセージは、第２の識別子を含み、及び、ワイヤレスデバ
イス１１５についての問題の無い上記新たなワーキング無線リンクのセットアップへの参
加を求める。
【０２００】
　このアクションは、全体として又は部分的に上述のアクション４０５に相当し得る。
【０２０１】
　アクション１００３
　第１の非サービングネットワークノード１１１ａは、第１の無線リンク１２１に伴う問
題をワイヤレスデバイス１１５が検出したことに応じて、ワイヤレスデバイス１１５から
、無線リンク問題検出メッセージをさらに受信してもよい。無線リンク問題検出メッセー
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ジは、第２の識別子を含み、及び、ワイヤレスデバイス１１５についての問題の無い上記
新たなワーキング無線リンクのセットアップへの参加を求める。
【０２０２】
　このアクションは、全体として又は部分的に上述のアクション２０３に相当し得る。
【０２０３】
　アクション１００４
　第１の非サービングネットワークノード１１１ａは、受信した無線リンク問題支援リク
エストメッセージ又は無線リンク問題検出メッセージに応じて、サービングネットワーク
ノード１１０へ、無線リンク情報リクエストメッセージを送信し得る。無線リンク情報リ
クエストメッセージは、第１の無線リンク１２１のコンテキストについての情報を求める
。そのコンテキストは、第１の非サービング無線ネットワークノード１１１ａとワイヤレ
スデバイス１１５との間の上記新たなワーキング無線リンクについて継続して使用される
ことができる。
【０２０４】
　このアクションは、全体として又は部分的に上述のアクション２０５、４０９のうちの
１つ以上に相当し得る。
【０２０５】
　アクション１００５
　第１の非サービングネットワークノード１１１ａは、送信した無線リンク情報リクエス
トメッセージに応じて、サービングネットワークノード１１０から、上記第１の識別子及
び上記コンテキストについての情報を含む無線リンク情報レスポンスメッセージを受信し
得る。
【０２０６】
　このアクションは、全体として又は部分的に上述のアクション２０６、４１０のうちの
１つ以上に相当し得る。
【０２０７】
　アクション１００６
　第１の非サービングネットワークノード１１１ａは、ワイヤレスデバイス１１５へ、無
線リンク再確立リクエストメッセージを送信し得る。当該無線リンク再確立リクエストメ
ッセージは、第１の識別子を含む。
 
【０２０８】
　このアクションは、全体として又は部分的に上述のアクション２０７、４１１のうちの
１つ以上に相当し得る。
【０２０９】
　図１１は、ワイヤレス通信ネットワーク１００に含まれるワイヤレスデバイス１１５と
サービングネットワークノード１１０との間の第１の無線リンク１２１に伴う問題を管理
するための、非サービングネットワークノード（図中及び以下では、第１の非サービング
ネットワークノード１１１ａにより表される）の実施形態を示すための概略ブロック図で
ある。この図は、特に、図１０に関連して上に説明した方法及びアクションを実行するた
めに第１の非サービングネットワークノード１１１ａがどのように構成され得るかを示す
ためのものである。
【０２１０】
　第１の非サービングネットワークノード１１１ａは、上記方法及び／又はアクションを
実行するための、手段、例えば１つ以上のプロセッサを含む１つ以上のハードウェアモジ
ュール、及び／又は１つ以上のソフトウェアモジュール、といった、処理モジュール１１
０１を含み得る。
【０２１１】
　第１の非サービングネットワークノード１１１ａは、コンピュータプログラム１１０３
を含み得る（例えば格納又は記憶し得る）メモリ１１０２、をさらに含み得る。コンピュ
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ータプログラムは、第１の非サービングネットワークノード１１１ａが上記方法及び／又
はアクションを実行するように、第１の非サービングネットワークノード１１１ａにより
直接的に又は間接的に実行可能な‘命令’又は‘コード’を含む。メモリ１１０２は、１
つ以上のメモリユニットを含んでよく、また、ここでの実施形態の機能及びアクションを
実行することに関与し又はそれらを実行するための構成及び／又はアプリケーションとい
ったデータを記憶するようにさらに構成され得る。
【０２１２】
　そのうえ、第１の非サービングネットワークノード１１１ａは、例示的なハードウェア
モジュールとしての処理回路１１０４を含み、及び１つ以上のプロセッサを含み又はそれ
（ら）に相当し得る。いくつかの実施形態では、処理モジュール１１０１が処理回路１１
０４を含んでもよく、例えば処理回路１１０４‘の形で具現化され’、又は処理回路１１
０４‘により実現’される。これらの実施形態では、メモリ１１０２は処理回路１１０４
により実行可能なコンピュータプログラム１１０３を含んでよく、それにより第１の非サ
ービングネットワークノード１１１ａは、上記方法及び／又はアクションを実行するよう
に、動作可能であり又は構成される。
【０２１３】
　典型的には、第１の非サービングネットワークノード１１１ａ（例えば、処理モジュー
ル１１０１）は、Ｉ／Ｏ（Input/Output）モジュール１１０５を含み、これは、他の外部
ノード若しくはデバイスへ情報を送信し及び／又はそれらから情報を受信するといった、
他のユニット及び／若しくはノードへの並びに／又はそれらからのあらゆる通信を例えば
実行することにより、それらの通信に関与する、ように構成される。Ｉ／Ｏモジュール１
１０５は、適用可能な場合、取得用（例えば、受信）モジュール及び／又は提供用（例え
ば、送信）モジュールとして例示されてもよい。
【０２１４】
　さらなる実施形態では、第１の非サービングネットワークノード１１１ａ（例えば、処
理モジュール１１０１）は、例示的なハードウェア及び／又はソフトウェアモジュールと
して、受信モジュール１１０６及び送信モジュール１１０７のうちの１つ以上を含み得る
。いくつかの実施形態では、受信モジュール１１０６及び／又は送信モジュール１１０７
は、全体として又は部分的に処理回路１１０４により実装されてもよい。
【０２１５】
　したがって、上述した様々な実施形態によれば、第１の非サービングネットワークノー
ド１１１ａ、及び／又は処理モジュール１１０１及び／又は処理回路１１０４及び／又は
受信モジュール１１０６及び／又はＩ／Ｏモジュール１１０５は、サービングネットワー
クノード１１０から上記第２の情報を受信するように、動作可能であり又は構成される。
そのうえ、第１の非サービングネットワークノード１１１ａ、及び／又は処理モジュール
１１０１及び／又は処理回路１１０４及び／又は受信モジュール１１０６及び／又はＩ／
Ｏモジュール１１０５は、第１の無線リンク１２１に伴う問題をサービングネットワーク
ノード１１０が検出したことに応じて、サービングネットワークノード１１０から上記無
線リンク問題支援リクエストメッセージを受信するように、さらに動作可能であり又は構
成されてもよい。さらに、第１の非サービングネットワークノード１１１ａ、及び／又は
処理モジュール１１０１及び／又は処理回路１１０４及び／又は受信モジュール１１０６
及び／又はＩ／Ｏモジュール１１０５は、第１の無線リンク１２１に伴う問題をワイヤレ
スデバイス１１５が検出したことに応じて、ワイヤレスデバイス１１５から上記無線リン
ク問題検出メッセージを受信するように、さらに動作可能であり又は構成されてもよい。
【０２１６】
　さらに、第１の非サービングネットワークノード１１１ａ、及び／又は処理モジュール
１１０１及び／又は処理回路１１０４及び／又は送信モジュール１１０７及び／又はＩ／
Ｏモジュール１１０５は、受信した無線リンク問題支援リクエストメッセージ又は無線リ
ンク問題検出メッセージに応じて、サービングネットワークノード１１０へ上記無線リン
ク情報リクエストメッセージを送信するように、動作可能であり又は構成される。
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【０２１７】
　第１の非サービングネットワークノード１１１ａ、及び／又は処理モジュール１１０１
及び／又は処理回路１１０４及び／又は受信モジュール１１０６及び／又はＩ／Ｏモジュ
ール１１０５は、送信した無線リンク情報リクエストメッセージに応じて、サービングネ
ットワークノード１１０から上記無線リンク情報レスポンスメッセージを受信するように
、さらに動作可能であり又は構成されてもよい。
【０２１８】
　そのうえ、第１の非サービングネットワークノード１１１ａ、及び／又は処理モジュー
ル１１０１及び／又は処理回路１１０４及び／又は送信モジュール１１０７及び／又はＩ
／Ｏモジュール１１０５は、ワイヤレスデバイス１１５へ上記無線リンク再確立リクエス
トメッセージを送信するように、動作可能であり又は構成される。
【０２１９】
　図１２ａ～図１２ｃは、コンピュータプログラムに関連する実施形態を示す概略図であ
る。コンピュータプログラムは、コンピュータプログラム７０３、９０３、１１０３のう
ちのいずれか１つであってよく、当該プログラムは、それぞれ処理回路７０４、９０４、
１１０４及び／又はそれぞれ処理モジュール７０１、９０１、１１０１により実行される
とネットワークノード（例えば、サービングネットワークノード１１０）及び／又はワイ
ヤレスデバイス１１５及び／又は第１の非サービングネットワークノード１１１ａに上述
のように動作するようにさせる命令、を含む。下の例ではサービングネットワークノード
１１０が言及されているが、図６～図７に関する上の説明から理解されるであろうように
、下の例においてサービングネットワークノード１１０は、原則的に、ワイヤレス通信ネ
ットワーク１００の任意のネットワークノード（例えば管理用ネットワークノード１３０
）により、置き換えられ得る。
【０２２０】
　いくつかの実施形態では、コンピュータプログラム７０３、９０３、１１０３のうちの
いずれか１つ又は双方を含むデータ担体（例えば、コンピュータプログラムプロダクト）
が提供される。データ担体は、電子信号、光学信号、無線信号、及びコンピュータ読取可
能な媒体、のうちの１つであり得る。よって、コンピュータプログラム７０３、９０３、
１１０３のうちのいずれか１つ、いくつか又は全ては、コンピュータ読取可能な媒体上に
記憶され得る。データ担体により一時的な（transitory）伝搬信号は除外され、そこで、
データ担体は非一時的（non-transitory）データ担体と称され得る。コンピュータ読取可
能な媒体であるデータ担体の非限定的な例は、メモリカード又は図１２ａにおけるような
メモリスティック１２０１、図１２ｂにおけるようなＣＤ若しくはＤＶＤといったディス
ク記憶媒体１２０２、図１２ｃにおけるようなマス・ストレージデバイス１２０３、であ
る。マス・ストレージデバイス１２０３は、典型的には、ハードディスク又はＳＳＤ（So
lid　State　Drive）に基づく。マス・ストレージデバイス１２０３は、コンピュータネ
ットワーク１２０４（例えば、インターネット又はローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ
））上でアクセス可能なデータを記憶するために使用されるものであり得る。
【０２２１】
　コンピュータプログラム７０３、９０３、１１０３のうちのいずれか１つ、いくつか又
は全ては、さらに、純粋なコンピュータプログラムとして提供されてもよく、又は１つ若
しくは複数のファイルに含まれてもよい。それらファイルは、コンピュータ読取可能な媒
体上に記憶され、及び、例えばマス・ストレージデバイス１２０３からサーバを介してコ
ンピュータネットワーク１２０４上で、例えばダウンロードを通じて入手可能であっても
よい。サーバは、例えば、ウェブ又はＦＴＰ（File　Transfer　Protocol）サーバであっ
てもよい。ファイルは、例えば実行可能ファイルであってよもく、それらは、例えば処理
回路７０４、９０４、１１０４のうちのいずれか１つ、いくつか又は全てにより、上述の
ように動作するために、サービングネットワークノード１１０及び／又はワイヤレスデバ
イス１１５及び／又は第１の非サービングネットワークノード１１１ａへ直接的に又は間
接的にダウンロードされ並びにそれらの上で実行され得る。ファイルは、追加的に又は代
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替的に、サービングネットワークノード１１０及び／又はワイヤレスデバイス１１５及び
／又は第１の非サービングネットワークノード１１１ａを上述のように動作させるさらな
るダウンロード及び実行に先立ってそれらファイルを実行可能とするための、同じ又は別
のプロセッサによる中間的なダウンロード及びコンパイル用であってもよい。
【０２２２】
　なお、上述の処理モジュールはいずれも、ソフトウェア及び／又はハードウェアモジュ
ールとして、例えば既存のハードウェアにおいて及び／又は特定用途向け集積回路（ＡＳ
ＩＣ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）等として、実装されてよい
。また、上述のハードウェアモジュール及び／又は回路はいずれも、例えば、単一のＡＳ
ＩＣ若しくはＦＰＧＡに含まれてもよいし、又は、個々にパッケージ化されるにせよ組み
合わせられて１つのＳｏＣ（System-on-a-Chip）とされるにせよいくつもの別個のハード
ウェアコンポーネントの間に分散されてもよいことに留意されたい。
【０２２３】
　当業者がやはり理解するであろうこととして、ここで説明したモジュール及び回路は、
ハードウェアモジュール、ソフトウェアモジュール、アナログ及びデジタル回路、並びに
／又は１つ以上のプロセッサ、の組み合わせへの言及であってもよい。ここで１つ以上の
プロセッサは、当該プロセッサにより実行されると第１の基地局１１０及び／又は第２の
基地局１１１に上述の方法をそれぞれ実行させ及び／又は実行する、ように構成されるよ
うにする、例えばメモリ内に記憶されるソフトウェア及び／又はファームウェア、で構成
される。
【０２２４】
　ここでのいずれの識別子による識別も、暗黙的であってもよく、又は明示的であっても
よい。識別は、ワイヤレス通信ネットワーク１００の中で又は少なくともその一部若しく
は何らかのエリアの中で一意であり得る。
【０２２５】
　なお、実際には、あるネットワークノードは、サービングネットワークノード及び非サ
ービングネットワークノードを同時に実装し、並びに、それらノードについての実施形態
に従って動作する、ように構成される。理由は、もちろん、同一のネットワークノードが
１つのワイヤレスデバイスについてはサービングネットワークノードでありまた同時に他
のワイヤレスデバイスについては非サービングネットワークノードであり得るからである
。
【０２２６】
　ここで使用されるところによれば、“ネットワークノード”との用語は、それ自体、（
下に記述する）任意のタイプの無線ネットワークノード、又は、少なくとも無線ネットワ
ークノードと通信し得る任意のネットワークノード、への言及であってよい。こうしたネ
ットワークノードの例は、上記の任意の無線ネットワークノード、コアネットワークノー
ド、Ｏ＆Ｍ（Operations　&　Maintenance）、ＯＳＳ（Operations　Support　Systems）
、ＳＯＮ（Self　Organizing　Network）ノード、測位ノード等を含む。ここで使用され
るところによれば、“無線ネットワークノード”との用語は、それ自体、ワイヤレスデバ
イス（例えば、ＵＥ）へサービスし及び／又は他のネットワークノード若しくはネットワ
ークエレメントへ接続される任意のタイプのネットワークノード、又は、ワイヤレスデバ
イスがそれから信号を受信する任意の無線ノード、への言及であってよい。無線ネットワ
ークノードの例は、ノードＢ、ＢＳ（Base　Station）、ＭＳＲ（Multi-Standard　Radio
）　ＢＳといったＭＳＲノード、ｅＮＢ、ｅＮｏｄｅＢ、ネットワークコントローラ、Ｒ
ＮＣ、ＢＳＣ（Base　Station　Controller）、リレー、リレーを制御するドナーノード
、ＢＴＳ（Base　Transceiver　Station）、アクセスポイント（ＡＰ）、送信ポイント、
送信ノード、分散アンテナシステム（ＤＡＳ）内のノード、等である。
【０２２７】
　ここで使用されるところによれば、“ワイヤレスデバイス”、“ユーザ機器”及び“Ｕ
Ｅ”との用語の各々は、それ自体、ワイヤレス通信システム１００といったワイヤレス、
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セルラー及び／又はモバイル通信システムにおける無線ネットワークノードと通信する、
ように構成されるあらゆるタイプのワイヤレスデバイスに言及し、したがって、ワイヤレ
ス通信デバイスとして言及され得る。例は、ターゲットデバイス、Ｄ２Ｄ（device　to　
device）ＵＥ、ＭＴＣ（Machine　Type　of　Communication）のためのデバイス、マシン
タイプＵＥ若しくはＭ２Ｍ（machine　to　machine）通信の可能なＵＥ、ＰＤＡ（Person
al　Digital　Assistant）、ｉＰＡＤ、タブレット、モバイル端末、スマートフォン、Ｌ
ＥＥ（Laptop　Embedded　Equipment）、ＬＭＥ（Laptop　Mounted　Equipment）、ＵＳ
Ｂ（Universal　Serial　Bus）ドングル、等である。上記用語は、ここでは便宜上、又は
他の３ＧＰＰの名称（nomenclature）が関与する例のコンテキストにおいて頻繁に使用さ
れるが、用語自体は非限定的であり、及びここでの教示は本質的にいかなるタイプのワイ
ヤレスデバイスにも当てはまることを理解されたい。なお、ダウンリンクに関して、“送
信機”との用語がここでは例えば基地局といった無線ネットワークノードに言及するため
に使用され、“受信機”との用語がワイヤレスデバイスに言及し得る。
【０２２８】
　ここで使用される専門用語は、３ＧＰＰに基づくワイヤレス通信ネットワーク、のよう
に、使用される専門用語に依存して、所定のセルラー通信システム、ワイヤレス通信ネッ
トワーク等に特に関連付けられ及び／又はそれらにより例示され得るが、これは、それ自
体、ここでの実施形態の範囲をそうした所定のシステム、ネットワーク等のみに限定する
ものと捉えられてはならないことに留意されたい。
【０２２９】
　ここで使用されるところによれば、“メモリ”との用語は、ハードディスク、磁気記憶
媒体、ポータブルコンピュータディスケット又はディスク、フラッシュメモリ、ＲＡＭ（
random　access　memory）等に言及し得る。さらに、メモリは、プロセッサの内部レジス
タメモリであり得る。
【０２３０】
　また、第１のネットワークノード、第２のネットワークノード、第１の基地局、第２の
基地局などの序数付きの専門用語は、それ自体、非限定的であるとみなされるべきであり
、専門用語それ自体は何らかの階層的な関係を示唆するものではない。特段の明示的な情
報のない限り、序数付きの命名は、異なる名称を付すための１つのやり方に過ぎないと考
えられるべきである。
【０２３１】
　ここで使用されるところによれば、“構成され（configured　to）”との表現は、処理
回路が、ソフトウェア又はハードウェア構成により、ここで記述されるアクションのうち
の１つ以上を実行する、ように構成され（configured　to）又は適合され（adapted　to
）ること、を意味し得る。
【０２３２】
　ここで使用されるところによれば、“数（number）”、“値（value）”との用語は、
二進数、実数、虚数又は有理数といった、いかなる種類の数であってもよい。そのうえ、
“数”、“値”は、文字又は文字列といった１つ以上の文字であってもよい。また、“数
”、“値”は、ビットストリングによって表されてもよい。
【０２３３】
　ここで使用されるところによれば、“いくつかの実施形態では”との表現は、記述され
る実施形態の特徴が、ここに開示されている他のいかなる実施形態とも組み合わせられ得
ることを指し示すために使用されている。
【０２３４】
　ここで使用されるところによれば、“transmit”及び“send”との表現は、典型的には
互換可能である。これらの表現は、ブロードキャスト、ユニキャスト、グループキャスト
等による送信を含み得る。この文脈トでは、ブロードキャストによる送信は、レンジ内の
承認されたいかなるデバイスによっても受信され復号され得る。ユニキャストのケースで
は、具体的にアドレス指定される１つのデバイスが、送信信号を受信し復号し得る。グル
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ープキャスト（例えば、マルチキャスト）のケースでは、具体的にアドレス指定されるデ
バイスのグループが、送信を受信し復号し得る。
【０２３５】
　“comprise”又は“comprising”との言葉を使用する場合、それは非限定的、即ち“少
なくとも含む”ことを意味するものと解釈されたい。
【０２３６】
　ここでの実施形態は、上述した好ましい実施形態に限定されない。様々な代替例、修正
例、及び均等物が使用され得る。したがって、上の実施形態は本開示の範囲を限定するも
のと捉えられてはならない。本開示の範囲は、添付の特許請求の範囲により定義される。
 

【図１】 【図２】
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